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第１章 基本的事項 

 

１ 策定の趣旨 

  平成30(2018)年度以降、都道府県は市町村とともに国民健康保険（以下「国保」と

いう。）の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこととなっ

た。 

また、市町村は、地域住民との身近な関係の下、資格管理や保険給付、保険料

（税）率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き

担っている。 

  栃木県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）は、県と市町が一体と

なって、国保に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営並びに市町の

国民健康保険事業（以下「国保事業」という。）の広域的及び効率的な運営の推進を

図るための統一的な方針として定めるものである。 

 

２ 根拠規定 

  国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第82条の２（平成30年４月１日施行） 

 

３ 対象期間 

  運営方針の対象期間は、令和６(2024)年４月１日から令和12(2030)年３月31日までの

６年間とする。なお、おおむね３年を目安として、本運営方針に掲げる内容の分析及

び評価を行うとともに、国保の安定的な財政運営の確保及び保険税水準の統一に向け

た取組その他国保事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは本

方針の見直しを行っていく。 

 

４ 策定年月 

  令和５(2023)年 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

（百万円） 

第２章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

   

１ 被保険者数及び医療費の動向と将来の見通し  

（１）被保険者数及び年齢構成 

   令和３(2021)年度の本県の被保険者数は 433,633人、年齢構成は下表のとおりで

あり、国保加入率（※１）は26.5％である。 

 被保険者数の総数は減少しているが、65歳から74歳までの割合は増加している。

これは全国の被保険者数及び構成比の動向と同じ傾向である。 
※１ R３年度国保加入率＝ R３国民健康保険実態調査の被保険者数÷R３栃木県年齢別人口調査結果（0-74 歳） 

 

被保険者数及び年齢構成の推移 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査   

（２）国保医療費の動向 

① 医療費総額と年齢調整後１人当たり医療費 

令和３(2021)年度（速報値）の本県の医療費総額は、162,012 百万円で対前年度

比で増加しており、１人当たり年齢調整後医療費は 380,300円と増加傾向にある。 

 

   
 出典：国民健康保険事業事業年報        出典：厚生労働省 医療費の地域差分析      

  

被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

58,534 9.6% 51,029 8.7% 41,924 7.7% 31,472 6.6% 25,143 5.8%

381,747 62.6% 357,889 61.0% 300,620 55.0% 235,439 49.7% 201,652 46.5%

169,742 27.8% 178,053 30.3% 203,910 37.3% 206,384 43.6% 206,838 47.7%

610,023 － 586,971 － 546,454 － 473,295 － 433,633 －

被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比 被保険者数 構成比

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

3,184,630 8.8% 2,891,778 8.2% 2,409,441 7.4% 1,867,611 6.6% 1,564,757 6.0%

21,568,464 59.8% 20,666,867 58.9% 17,498,759 53.7% 14,173,764 50.2% 12,586,156 48.5%

11,310,823 31.4% 11,556,048 32.9% 12,695,863 38.9% 12,199,629 43.2% 11,818,149 45.5%

36,063,917 － 35,114,693 － 32,604,063 － 28,241,004 － 25,969,062 －

０歳～14歳

15歳～64歳

65歳～74歳

計

平成27(2015)年度 平成30(2018)年度 令和３(2021)年度(速報)

65歳～74歳

計

全国年齢構成

平成21(2009）年度 平成24(2012)年度

令和３(2021)年度

０歳～14歳

15歳～64歳

栃木県年齢構成

平成21(2009）年度 平成24(2012)年度 平成27(2015)年度 平成30(2018)年度

（栃木県） （全国） 

速報値 
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② 市町別の１人当たり実績医療費と地域差指数 

  令和２(2020)年度の市町別１人当たりの実績医療費では、最も高い茂木町と最

も低い市貝町で 68,831 円の差があり、地域差指数（※2）は、最も高い栃木市と最も

低い市貝町で 0.157ポイントの差がある。 

※2 各市町の年齢構成を全国の標準的な年齢構成と同じにした場合の１人当たりの医療費を指数化。全国平均は１。 

 

令和２(2020)年度１人当たり実績医療費及び地域差指数 

 

出典：厚生労働省 医療費の地域差分析   

③ 年齢階級別の１人当たり医療費 

    令和３(2021)年度速報値の本県の年齢階級別の１人当たり医療費を見ると、15

～19歳を底に、年齢階級の上昇に伴い医療費が増加し、70歳～74歳の年齢階級で

511,700円と最も高くなっている。 

   

令和３(2021)年度（速報値）年齢階級別の１人当たり医療費  

  
 

宇都宮市 347,800 0.967 矢板市 368,919 0.958 野木町 352,685 0.903

足利市 334,232 0.902 那須塩原市 326,032 0.901 塩谷町 370,967 0.951

栃木市 370,376 0.989 上三川町 348,626 0.945 さくら市 347,033 0.934

佐野市 332,684 0.897 益子町 319,975 0.866 高根沢町 348,776 0.928

鹿沼市 352,583 0.953 茂木町 386,790 0.975 那須烏山市 355,022 0.922

日光市 368,148 0.960 市貝町 317,959 0.832 那珂川町 381,424 0.981

小山市 330,915 0.925 芳賀町 337,056 0.907 那須町 318,569 0.840

真岡市 325,189 0.901 壬生町 351,176 0.946 栃木県 345,058 0.938

大田原市 354,557 0.951 下野市 330,427 0.893 全国平均 363,629 1.000

保険者名地域差指数

１人当たり

実績医療費

(円)保険者名 地域差指数

１人当たり

実績医療費

(円)保険者名地域差指数

１人当たり

実績医療費

(円)

年齢階級

栃木県 全国

00～04歳 253,934 223,259

05～09歳 110,187 117,162

10～14歳 96,731 106,008

15～19歳 99,627 96,211

20～24歳 100,653 101,831

25～29歳 130,796 133,110

30～34歳 178,470 166,325

35～39歳 181,709 196,108

40～44歳 242,160 234,268

45～49歳 286,357 286,533

50～54歳 336,022 344,554

55～59歳 399,647 416,205

60～64歳 423,086 447,801

65～69歳 404,377 448,701

70～74歳 511,700 555,447

平均 361,548 380,300

１人当たり医療費（円）

出典：厚生労働省 医療費の地域差分析 
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    平成 29(2017)年度から令和３(2021)年度（速報値）までの本県の年齢階級別の  

１人当たり医療費は、下表のとおり、令和２(2020)年度に新型コロナウイルス感

染症の拡大に伴う受診控えの影響等で多くの年齢層が前年度と比較して減少した

ものの、令和３(2021)年度（速報値）では増加に転じている。 

 

年齢階級別の１人当たり医療費の推移 

 
※ 変動率は前年度比で算出し、変動率①は平成 29(2017)年度を 100％とする。 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 医療費の地域差分析 
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（３）将来の見通し 

  本県の被保険者数（年齢階級別）及び国保医療費については、栃木県医療費適正化

計画（第４期）における医療費の見込みやその推計方法との調和を図ることとして推

計を行った。 

 

  ① 被保険者数の将来推計 

被保険者数の合計は毎年度減少していくこととなるが、年齢階級別に見ると、

０～４歳から 45～49 歳までが毎年度減少傾向である一方、令和４(2022)年度から

令和７(2025)年度では 50～54歳及び 55～59歳が増加傾向となり、令和８(2026)年

度から令和 11(2029)年度では 55～59歳及び 60～64歳が増加傾向と推計される。 

 

年齢階級別の被保険者数の将来推計 

 

出典等：厚生労働省 第四期医療費適正化計画推計ツールを参考にして「国立社会保障・人口問題研究所 

日本の地域別将来推計人口」、「厚生労働省 国民健康保険実態調査令和４年度速報」を基に推計 

 

 

 

  

年齢階級
令和４(2022)

年度

０～４歳 6,044 ↘ 5,924 ↘ 5,803 ↘ 5,683 ↘ 5,619 ↘ 5,555 ↘ 5,491 ↘ 5,427

５～９歳 8,227 ↘ 8,139 ↘ 8,051 ↘ 7,964 ↘ 7,811 ↘ 7,659 ↘ 7,506 ↘ 7,354

10～14歳 9,634 ↘ 9,454 ↘ 9,273 ↘ 9,093 ↘ 8,997 ↘ 8,902 ↘ 8,806 ↘ 8,710

15~19歳 10,720 ↘ 10,549 ↘ 10,377 ↘ 10,206 ↘ 10,022 ↘ 9,838 ↘ 9,655 ↘ 9,471

20~24歳 11,823 ↘ 11,704 ↘ 11,585 ↘ 11,466 ↘ 11,281 ↘ 11,097 ↘ 10,912 ↘ 10,728

25~29歳 12,193 ↘ 12,139 ↘ 12,085 ↘ 12,031 ↘ 11,908 ↘ 11,785 ↘ 11,662 ↘ 11,539

30～34歳 13,231 ↘ 12,991 ↘ 12,752 ↘ 12,512 ↘ 12,454 ↘ 12,396 ↘ 12,337 ↘ 12,279

35～39歳 16,990 ↘ 16,580 ↘ 16,170 ↘ 15,760 ↘ 15,486 ↘ 15,213 ↘ 14,939 ↘ 14,666

40～44歳 19,914 ↘ 19,414 ↘ 18,914 ↘ 18,414 ↘ 17,991 ↘ 17,568 ↘ 17,145 ↘ 16,722

45～49歳 23,279 ↘ 22,661 ↘ 22,043 ↘ 21,424 ↘ 20,912 ↘ 20,400 ↘ 19,888 ↘ 19,376

50～54歳 24,286 ↗ 24,939 ↗ 25,592 ↗ 26,245 ↘ 25,584 ↘ 24,923 ↘ 24,263 ↘ 23,602

55～59歳 23,599 ↗ 23,832 ↗ 24,064 ↗ 24,297 ↗ 24,988 ↗ 25,679 ↗ 26,370 ↗ 27,062

60～64歳 38,274 ↘ 37,782 ↘ 37,290 ↘ 36,798 ↗ 37,177 ↗ 37,557 ↗ 37,936 ↗ 38,315

65～69歳 80,472 ↘ 77,725 ↘ 74,978 ↘ 72,230 ↘ 71,356 ↘ 70,482 ↘ 69,608 ↘ 68,734

70～74歳 118,202 ↘ 116,074 ↘ 113,946 ↘ 111,818 ↘ 108,317 ↘ 104,815 ↘ 101,313 ↘ 97,811

合計 416,888 ↘ 409,907 ↘ 402,923 ↘ 395,941 ↘ 389,903 ↘ 383,869 ↘ 377,831 ↘ 371,796

（＊）令和５(2023)年度以降の↘↗は前年度と比較した増減

令和11(2029)

年度

令和10(2028)

年度

令和５(2023)

年度

令和６(2024)

年度

令和7(2025)

年度

令和８(2026)

年度

令和９(2027)

年度
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  ② 国保医療費の将来推計 

    令和 11(2029)年度の医療費総額は、令和５(2023)年度と比較して 5,122百万円

の減少となるが、①による被保険者数の将来推計が毎年度減少していくこととなる

ため、令和 11(2029)年度の被保険者の１人当たり医療費は、令和５(2023)年度と

比較して 23,305円の増加と推計される。 

    

国保医療費の将来推計 

 

出典等：医療費総額は「厚生労働省 第四期医療費適正化計画推計ツール」による医療費適正化前の数 

値、１人当たり医療費は医療費総額と「①被保険者の将来推計」から栃木県国保医療課で推計 

 

 

項目
令和５(2023)

年度

令和６(2024)

年度

令和７(2025)

年度

令和８(2026)

年度

令和９(2027)

年度

令和10(2028)

年度

令和11(2029)

年度

医療費総額

（百万円）
148,290 145,652 143,947 142,514 141,934 142,160 143,168

１人当たり医療費

（円）
361,765 361,491 363,558 365,513 369,747 376,255 385,070
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２ 保険税水準及び収納状況 

（１）市町の保険税水準の状況 

   令和３(2021)年度の県全体の１人当たり保険税調定額は、全国順位で比較的高位

であるが、全国の平均額を下回っており、各都道府県の被保険者１人当たりの所

得、賦課（課税）限度額超過額や保険税軽減額等の状況など、複合的な要因によっ

て変動が生じると考えられる。 

 

 １人当たり保険税調定額の推移 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険事業年報 

 

また、令和３(2021)年度の市町別１人当たり調定額を見ると、最も高い高根沢町

の 114,817円と最も低い茂木町の 82,270円とでは 1.40倍となっている。 

 

１人当たり調定額の市町別の状況 

 
 (*) 茂木町の調定額を 1.00とした場合の比率          出典：栃木県国保医療課調べ 

  

保険者名
１人当たり保険税調定額

（現年度分）(円)

比率

（＊）
保険者名

１人当たり保険税調定額

（現年度分）(円)

比率

（＊）

宇都宮市 97,543 1.19 茂木町 82,270 1.00

足利市 86,785 1.05 市貝町 85,008 1.03

栃木市 109,597 1.33 芳賀町 106,383 1.29

佐野市 91,849 1.12 壬生町 106,177 1.29

鹿沼市 92,955 1.13 下野市 107,499 1.31

日光市 92,676 1.13 野木町 100,251 1.22

小山市 98,928 1.20 塩谷町 97,476 1.18

真岡市 104,922 1.28 さくら市 97,438 1.18

大田原市 85,239 1.04 高根沢町 114,817 1.40

矢板市 91,016 1.11 那須烏山市 89,454 1.09

那須塩原市 97,344 1.18 那珂川町 88,687 1.08

上三川町 98,006 1.19 那須町 94,362 1.15

益子町 87,918 1.07
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（２）保険税収納率の推移 

 令和３(2021)年度の県全体の現年度分の保険税収納率は92.58％で、近年上昇傾向

にある。 

  全国と比較すると、平成20(2008)年度以降、全国平均を約２ポイントから約３ポ

イント下回って推移してきたが、近年では、その差が２ポイントを切る程度に縮小

しつつある。 

 

 栃木県及び全国の保険税（料）収納率の推移 

 

 

出典：厚生労働省 国民健康保険事業年報   

 

（３）市町の保険税収納率の状況 

   令和３(2021)年度現年度分の市町別の保険税収納率を見ると、89.66％から

98.10％と、8.44ポイントの差が生じている。 

引き続き、県全体の収納率の改善のためには、収納率の低い市町の要因分析と継

続的な収納対策の強化、収納率の高い市町の取組を他市町へ普及させるなどの対策

が重要である。 

  

年度 H20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3

栃木県 85.14 84.77 86.01 87.04 87.88 88.38 88.79 88.94 89.50 90.15 90.65 91.00 91.87 92.58

全国 88.35 88.01 88.61 89.39 89.86 90.42 90.95 91.45 91.92 92.45 92.85 92.92 93.69 94.24

全国順位 46位 46位 45位 46位 44位 46位 46位 46位 46位 46位 46位 46位 45位 45位

％ 

（年度） 
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令和３(2021)年度保険税収納率 

 
出典：栃木県国保医療課調べ 

（４）所得の状況 

   所得階級別世帯数の分布を見ると、県全体では、令和３(2021)年９月30日時点で

は「所得なし」が38.0％となっており、全国の27.2％を上回り、「所得なし」から

「100万円未満」までの階級について、本県は66.1％となっており、全国の56.1％を

上回っている。 

   一方、「所得なし」以外の各階級では、本県の所得の状況は、全国の状況と比較

して大きくかい離する世帯数割合とはなっていない。 

 

  

収納率(%) 順位 収納率(%) 順位 収納率(%) 順位

宇都宮市 89.66 25 20.16 18 71.83 22

足利市 91.20 22 27.81 5 78.96 14

栃木市 91.07 23 21.96 16 70.20 25

佐野市 93.83 16 27.29 6 83.34 9

鹿沼市 93.60 19 25.52 10 77.50 17

日光市 92.73 21 21.74 17 71.07 23

小山市 90.67 24 18.89 21 70.74 24

真岡市 93.60 18 22.34 15 78.24 15

大田原市 97.11 3 31.16 3 88.95 4

矢板市 95.06 12 19.85 19 77.21 18

那須塩原市 94.54 13 22.91 14 81.70 11

上三川町 93.68 17 24.90 11 77.14 19

益子町 93.88 15 19.17 20 75.98 21

茂木町 98.10 1 25.71 9 89.27 2

市貝町 95.72 10 17.55 24 76.44 20

芳賀町 95.77 9 25.71 8 87.07 5

壬生町 93.01 20 23.85 13 78.03 16

下野市 95.44 11 26.76 7 86.54 7

野木町 96.23 7 11.39 25 83.00 10

塩谷町 97.11 4 17.70 22 84.46 8

さくら市 96.57 5 32.16 2 88.96 3

高根沢町 93.88 14 24.27 12 79.14 13

那須烏山市 95.97 8 39.48 1 89.43 1

那珂川町 96.29 6 17.69 23 80.08 12

那須町 97.64 2 28.32 4 86.71 6

県平均 92.58 22.28 76.55

令和３(2021)現年度分 令和３(2021)過年度分 令和３(2021)合計
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所得階級別世帯数割合（令和３(2021)年９月 30日時点） 

 

                                    出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査 

 

   また、令和３(2021)年度の市町別の１人当たり所得を見ると、最も高い下野市が

823,900円、最も低い茂木町が491,248円であり、市町間で1.68倍の所得の差が生じ

ている。 

 

１人当たり所得の状況（令和３(2021)年度） 

 
(*) 茂木町の１人当たり所得を 1.00とした場合の比率  

  出典：厚生労働省 国民健康保険実態調査  

栃木県（％） 全国（％）

38.0 27.2

8.9 8.4

3.1 3.1

6.5 6.4

4.9 5.6

4.7 5.4

66.1 56.1

11.7 13.4

7.1 9.6

4.9 6.3

3.3 4.1

2.9 4.5

1.5 2.1

1.5 1.9

0.7 1.0

0.5 1.0

100 100

2.3 4.3

所得階級

60万円以上～  80万円未満

40万円以上 ～  60万円未満

30万円以上 ～  40万円未満

　　　　　 ～  30万円未満

所得なし

200万円以上～250万円未満

150万円以上～200万円未満

100万円以上～150万円未満

小計

80万円以上～100万円未満

  700万円以上～1,000万円未満

500万円以上～700万円未満

400万円以上～500万円未満

300万円以上～400万円未満

250万円以上～300万円未満

所得不詳

合計

1,000万円以上～                   　 

保険者名
一般被保険者

１人当たり所得（円）
比率（＊） 保険者名

一般被保険者

１人当たり所得（円）
比率（＊）

宇都宮市 685,852 1.40 茂木町 491,248 1.00

足利市 573,612 1.17 市貝町 587,882 1.20

栃木市 617,623 1.26 芳賀町 741,581 1.51

佐野市 597,287 1.22 壬生町 625,377 1.27

鹿沼市 658,602 1.34 下野市 823,900 1.68

日光市 578,921 1.18 野木町 639,592 1.30

小山市 655,840 1.34 塩谷町 653,673 1.33

真岡市 715,303 1.46 さくら市 672,092 1.37

大田原市 693,965 1.41 高根沢町 678,138 1.38

矢板市 556,146 1.13 那須烏山市 583,103 1.19

那須塩原市 744,867 1.52 那珂川町 571,702 1.16

上三川町 747,266 1.52 那須町 630,062 1.28

益子町 547,360 1.11 栃木県 655,752 ー
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３ 財政の状況と将来の見通し 

（１）財政収支 

  令和３(2021)年度で見ると、全市町において差引収支はプラスとなっており、繰

上充用を行った市町はない。 

  基金等繰入金や繰越金を除いた単年度収支（経常収支）は県内８の市町がマイナ

スとなっている。 

 

 

 

 

（２）決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の状況 

令和３(2021)年度決算時点において、県内の市町は決算補填等目的の法定外一般

会計繰入を行っていない。 

 

 

 

出典：H30,R1,R2,R3 国民健康保険事業状況等（栃木県）の値から算出 

                       H30,R1,R2,R3 国民健康保険事業年報（厚生労働省）の値から算出 

 

（３）今後の見通し 

平成30（2018）年度に全国の国保財政に追加公費1,700億円が投入され、本県にお

いても財政収支が改善したが、１人当たり医療費は年々増加する傾向にある。引き

続き、医療費適正化の取組を進めるとともに、必要に応じ、更なる公費拡充等によ

り国保財政の安定化を図る必要がある。 

 

４ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 

（１）栃木県国民健康保険特別会計の収支バランスの確保 

   県が国保の保険者となることに伴い設置した栃木県国民健康保険特別会計（以下

「特別会計」という。）は、原則として、必要な支出を国民健康保険事業費納付金

（以下「納付金」という。）や公費などで賄うことにより、収支の均衡を図るとと

もに、市町の健全な事業運営にも留意する必要がある。 

このため、特別会計において、必要以上に黒字幅や繰越金を確保することがない

歳入（円） 歳出（円） 差引収支（円） 単年度収支（円）

R３(2021)年度 204,762,351,806 199,984,137,463 4,778,214,343 1,087,526,052

平成30(2018)年度 令和元(2019)年度 令和２(2020)年度 令和３(2021)年度

栃木県（円） 27,286,585 176,505,000 23,728,500 0

（被保険者数(人)） 473,295 452,361 443,598 433,633

(一人当たり金額(円)） 57.7 390.2 53.5 0.0

全国（円） 126,100,000,000 110,000,000,000 76,700,000,000 67,400,000,000

（被保険者数(人)） 28,165,000 27,169,000 26,537,000 25,994,000

(一人当たり金額(円)） 4,477 4,049 2,890 2,593

１人当たり決算補填等目的等の法定外一般会計繰入金額の推移（県全体・全国） 

 

財政収支の状況（県全体）（令和３(2021)年度） 

出典：令和３(2021)年度栃木県市町村国民健康保険の財政状況等 



- 12 - 

 

よう、また、各年で保険税水準が過度に上下することがないよう、市町の財政状況

を見極めた上で、バランスの良い財政運営を行っていく必要がある。 

 

（２）市町国民健康保険特別会計の赤字の解消と財政の健全化 

   市町の国保財政を持続的かつ安定的に運営していくためには、原則として、必要

な支出を保険税や公費で賄うことにより、市町の国保特別会計において収支が均衡

していることが必要である。 

そのため、解消・削減すべき赤字が生じる場合には、その範囲を明確にし、赤字

を段階的に解消することで国保財政の健全化を図るものとする。 

 

５ 赤字解消・削減の取組、目標年次等 

（１）解消・削減すべき赤字の定義 

   解消・削減すべき赤字については、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地

方の協議（国保基盤強化協議会）を踏まえ、「決算補填等目的の法定外一般会計繰

入」と「繰上充用金の増加額（決算補填等目的のものに限る。）」の合算額とす

る。 

 なお、決算補填等目的の法定外一般会計繰入額は、次の法定外一般会計繰入の分

類のうち①をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市町の赤字の解消・削減に向けた取組 

   解消・削減すべき赤字が生じた市町は、赤字の要因分析を行った上で、赤字解消

計画書を作成し、収納率の向上、健康づくりや医療費適正化の取組、適正な保険税

率の設定等により、赤字の解消・削減を図るものとする。 

 

（３）赤字の解消・削減の目標年次 

 

① 決算補填等目的           

 ○決算補填目的のもの 

  ・保険税の収納不足のため 

  ・医療費の増加 

 ○保険者の政策によるもの 

  ・保険税の負担緩和を図るため 

  ・任意給付費に充てるため 

 ○過年度の赤字によるもの 

  ・累積赤字補填のため 

  ・公債費、借入金利息 

 

法定外一般会計繰入の分類 

② 決算補填等以外の目的 

 ・保険税の減免額に充てるため 

 ・地方独自事業の波及増補填等 

 ・保健事業費に充てるため 

 ・直営診療施設に充てるため 

 ・基金積立 

 ・返済金  

 



- 13 - 

 

   国保が一会計年度ごとに収支管理を行うものであることから、原則として赤字発

生年度の翌年度に解消を図ることが望ましいが、被保険者の保険税負担が急変する

影響を踏まえること等により、単年度での赤字の解消が困難な場合は、５年程度の

中期的目標を定めるなど、段階的に赤字を削減することとする。 

 

（４）県の取組 

   県は、市町において解消・削減すべき赤字が生じないよう会議等を通じて助言を

行うほか、赤字解消計画に基づき赤字の解消・削減に取り組む市町が生じた場合、

当該市町ごとの赤字の要因分析及び決算補填目的等の法定外繰入等の額を含む状況

の公表を行い、計画の進行管理及び適切な指導・助言を行う。 

 

６ 保険者努力支援制度等の活用 

医療費適正化等の取組を進めるために保険者努力支援制度（取組評価分、事業費

分・事業費連動分）を活用し、国保財政基盤の強化を図る。 

県は保険者努力支援制度（取組評価分（市町村分））では十分に評価されない市町

の取組について一層の推進を図るため、保険者努力支援制度（取組評価分（都道府県

分））と県繰入金の一部を財源とし、県独自の保険者努力支援制度を平成30(2018)年

度に創設した。 

この県版保険者努力支援制度の具体的な評価指標については、市町との協議の上、

別に知事が定める。 

  市町は、保険者努力支援制度（取組評価分（市町村分））や県版保険者努力支援制

度を活用し、医療費適正化等に向けた取組を推進し、国保財政の収支改善を図るもの

とする。 
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県版保険者努力支援制度の評価指標（令和４(2022)年度） 

 

出典：栃木県国保医療課作成 

 

県版保険者努力支援制度の結果（令和４(2022)年度） 

 
出典：栃木県国保医療課作成 

番号 配点 番号 配点

1 10点 11 60点

2 10点 12 20点

3 20点 13 100点

4 92点 14 31点

5 102点 15 15点

6 45点 16 35点

7 20点 17 140点

8 20点 18 60点

9 150点 19 20点

10 30点 20 20点

合計 1000点

歯科健診受診率 収納率向上に向けた取組

指標 指標

医療費適正化に向けた推進組織 適正受診に対する取組

収納率向上に向けた推進組織 後発医薬品の促進の取組

後期高齢者医療制度の保健事業と介護保険の

地域支援事業との一体的実施に向けた推進組
後発医薬品の使用割合

メタボ該当者及び予備群の減少率 地域包括ケアの推進

がん検診受診率 収納率向上

特定健診受診率 データヘルス計画

特定保健指導実施率
その他医療費適正化に係る取組

（レセプト点検、柔整に係る指導等）

生活習慣病の発症予防・重症化予防の取組 滞納者対策

個人へのインセンティブ提供 賦課限度額の設定

順位 市町名 点数
１人当たり

交付額(円)
順位 市町名 点数

１人当たり

交付額(円)
順位 市町名 点数

１人当たり

交付額(円)

1 さくら市 723点 5,925 10 那須塩原市 595点 4,876 18 上三川町 552点 4,524

2 芳賀町 695点 5,696 11 足利市 589点 4,827 19 鹿沼市 532点 4,360

3 茂木町 684点 5,605 12 那須町 586点 4,802 20 栃木市 519点 4,253

4 塩谷町 675点 5,532 13 野木町 584点 4,786 20 壬生町 517点 4,237

5 真岡市 662点 5,425 14 那須烏山市 577点 4,729 22 佐野市 516点 4,229

6 矢板市 633点 5,187 15 日光市 571点 4,679 23 那珂川町 516点 4,229

7 益子町 618点 5,065 16 小山市 567点 4,647 24 高根沢町 508点 4,163

7 下野市 602点 4,933 17 市貝町 567点 4,646 25 宇都宮市 491点 4,024

9 大田原市 598点 4,901 4,559栃木県平均１人当たり交付額
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出典：栃木県国保医療課作成 

 

７ 栃木県国民健康保険財政安定化基金の運用 

（１）貸付事業又は交付事業の基本的な考え方 

   国保事業の財政安定化のため、医療給付費の増加や保険税収納不足等による財源

不足となった場合に備え、県に財政安定化基金を設置し、県及び市町に対し、貸付

又は特別な事情が生じた場合の交付等を行う。 

① 交付基準 

保険税収納額が保険税必要額に対して不足することに特別な事情があると認めら

れる場合に、財政安定化基金から資金を交付する。 

特別な事情とは、予算編成時に見込めなかった事情により、広く管内の被保険者

の生活等に影響を与え、収納率が大幅に低下するなど保険税収納額が大きく低下し

た場合とする。 
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ただし、財政安定化基金から交付を行うのは、真にやむを得ないと認められる特

別な事情がある場合のみであり、収納不足時には、財政安定化基金から貸付を行う

ことが原則となる。 

特別な事情の例示は次のとおりであるが、特別な事情に該当するかについては、

収納額不足との因果関係なども考慮した上で、県において総合的に判断し、決定す

る。 

【特別な事情の例示】 

・ 多数の被保険者の生活に影響を与える災害が発生した場合 

・ 地域企業の破綻や主要作物の価格が大幅に下落するなど地域の産業に特別な事

情が生じた場合 

・ その他、上記に類するような大きな影響が多数の被保険者に生じた場合 

② 交付割合 

   国民健康保険法（以下「国保法」という。）第 81 条の２の規定により、県が判断    

する市町の特別な事情や元々の収納率の設定状況等に応じて、その交付の範囲を収

納不足額の２分の１以内とする。 

③ 交付を行った場合の補填の考え方 

   交付を行った場合には、国、県及び市町がそれぞれ３分の１ずつを補填すること

とされているが、このうち、市町が行う補填については、交付を受けていない他の

市町の負担を考慮し、当該交付を受けた市町が補填することとする。 

 

（２）財政調整事業の基本的な考え方 

   納付金の著しい上昇の抑制等、県の国民健康保険特別会計の安定的な財政運営の

確保を図るために必要と認められる場合、決算剰余金を財政安定化基金に積み立

て、又は取り崩すことにより、複数年での保険税の平準化（年度間調整）に資する

財政調整を行う。 

   なお、納付金の減算など、市町の財政運営に影響が生じる調整に活用しようとす

る場合には、市町の意見を踏まえて決定する。 

 ① 活用の要件 

   以下のいずれかの要件を満たした場合に、必要な額を基金から取り崩すことがで

きる。 

  ア 当年度の県内市町の被保険者１人当たりの納付金の額が前年度を上回ることが

見込まれる場合 

  イ 前期高齢者交付金交付額（概算）が精算時に減額となった場合 

  ウ その他、市町とともに行う国保の医療に要する費用、財政の状況等からみて当

該繰入の必要があると認める場合 

 ② 活用の限度額 

   次の合算額とする。 

  ア 前年度末における財政調整事業に係る基金の残高 

  イ 前年度決算剰余金のうち、財政調整事業分として積み立てる額 
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第３章 市町における保険税の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項 

 

１ 各市町の保険税の算定方法の状況 

（１）保険税の算定方式 

   令和５(2023)年４月１日時点で、医療分、後期高齢者支援金分（以下この項にお

いて「後期分」という。）、介護納付金分（以下この項において「介護分」とい

う。）とともに、３方式へ移行が進み、医療分では23市町、後期分と介護分では24

市町が３方式を採用している。 

 ３方式以外では、医療分、後期分、後期分の全てで２方式を採用する１市町、医

療分のみで４方式を採用する１市町となっている。 

 

各市町の算定方式の採用状況（令和５(2023)年度） 

 

                                  出典：栃木県国保医療課調べ 

※１ ２方式：所得割、均等割 

※２ ３方式：所得割、均等割、平等割 

※３ ４方式：所得割、資産割、均等割、平等割 

 

（２）賦課（課税）限度額 

   令和５(2023)年度においては、21市町で国が定める賦課（課税）限度額（医療

分）の上限で賦課（課税）限度額（※１）を設定している状況である。 

   なお、賦課（課税）限度額（後期分）では７市町、賦課（課税）限度額（介護

分）では23市町が上限で賦課（課税）限度額を設定している状況である。 

 

各市町の賦課（課税）限度額設定状況（令和５(2023)年度） 

 

出典：栃木県国保医療課調べ 

※１ 賦課（課税）限度額:他の目的税と同様に応能原則の適用に一定の限度を設ける必要

ら、課税の最高限度額を地方税法施行令（昭和25年７月31日政

令第245号）で明示し、被保険者の費用負担の上限を定めてい

る。 

※２ 国が定める賦課（課税）限度額の上限 

２方式※１ ３方式※２ ４方式※３

医療分 １市町 23市町 １市町

後期分 １市町 24市町 ０市町

介護分 １市町 24市町 ０市町

65万円※2 21 22万円※2 7 17万円※2 23

63万円 2 20万円 14 16万円 2

54万円 1 19万円 3

52万円 1 17万円 1

医療分 後期分 介護分
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（３）応能割、応益割の賦課（課税）割合 

   栃木県では、大半の市町は応益割に比べて応能割の割合が高い傾向にあり、医療

分においては、応能割の割合が50％以上55％未満は、13市町である。55％以上60％

未満は５市町である。 

 各市町の応能割率、応益割率の賦課（課税）割合（令和４(2022)年度） 

                                （単位：％） 

 

                   出典：栃木県国民健康保険事業状況  

※ 応能割：被保険者の保険料負担能力に応じて課税（所得割、資産割） 

応益割：被保険者として受ける利益に対して課税（均等割、平等割） 

  

応能割率 応益割率 応能割率 応益割率 応能割率 応益割率

宇都宮市 48.79 51.20 49.10 50.90 47.51 52.49

足利市 48.50 51.50 49.70 50.30 49.70 50.30

栃木市 50.10 49.90 48.50 51.50 47.30 52.70

佐野市 49.80 50.20 49.90 50.10 47.20 52.80

鹿沼市 56.30 43.70 53.50 46.50 50.80 49.20

日光市 49.70 50.30 48.20 51.80 48.60 51.40

小山市 49.37 50.63 53.42 46.58 51.09 48.91

真岡市 53.40 46.60 52.10 47.90 55.20 44.80

大田原市 50.30 49.70 48.90 51.10 46.00 54.00

矢板市 49.90 50.10 48.50 51.50 49.70 50.30

那須塩原市 57.70 42.30 56.00 44.00 57.00 43.00

上三川町 57.76 42.24 53.12 46.89 49.61 50.39

益子町 44.40 55.60 55.60 44.40 49.40 50.60

茂木町 50.60 49.40 48.50 51.50 47.10 52.90

市貝町 54.80 45.20 55.60 44.40 51.10 48.90

芳賀町 50.80 49.20 53.10 46.90 55.20 44.80

壬生町 54.50 45.50 54.30 45.70 54.90 45.10

下野市 51.50 48.50 52.70 47.30 52.10 47.90

野木町 53.30 46.70 50.50 49.50 51.00 49.00

塩谷町 54.40 45.60 55.90 44.10 61.00 39.00

さくら市 50.70 49.30 47.80 52.20 50.00 50.00

高根沢町 58.00 42.00 59.00 41.00 54.70 45.30

那須烏山市 50.40 49.60 52.70 47.30 49.10 50.90

那珂川町 52.00 50.50 51.80 52.10 49.70 55.60

那須町 63.80 36.20 65.80 34.20 60.90 39.10

医療分 後期分 介護分
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２ 保険税水準の統一に向けた取組 

  平成30(2018)年度の国保改革により、都道府県は財政運営の責任主体となり、保険

給付等に要する費用を賄うために都道府県が市町村から徴収する「国保事業費納付金

（以下「納付金」という。）」及び市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値

である「標準保険料率」の仕組みが導入された。 

国は「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイド

ライン）」において、将来的な保険料（税）水準の統一（同一都道府県内において、

同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険料（税）水準）を目指すこととして

おり、令和３(2021)年６月には、「財政運営の都道府県単位化」の趣旨の深化を図る

ため、保険料（税）水準の統一の議論等を進めることが重要として、令和６(2024)年

４月から、保険料（税）水準の統一を当道府県の運営方針の必須記載事項とする「全

世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第66号）」を成立させた。 

本県においては、第２期の運営方針に「市町ごとに医療費水準等に差があることに

留意しつつ、将来的には保険税水準の統一を目指すこととし、統一化の定義等につい

て、県と市町で議論を進める。」等と明記し、令和３(2021)年度から、市町とともに

具体的な議論を重ね、統一の意義や理念等を共有するとともに、次のとおり、本県に

おける統一の考え方（定義）や統一までの進め方を整理した。 

 

（１）保険税水準の統一の考え方（定義） 

   将来に渡って、持続可能な国保制度を維持していくため、市町単位から県単位で

の支え合いに移行していくことにより、高額な医療費の発生や国保が抱える構造的

な課題（被保険者数が減少傾向にある中、年齢構成の高まりや一人当たりの医療費

は増加の傾向にある等）による市町単位での財政運営の不安定リスクを県単位で分

散し、県内の被保険者間の受益と負担の公平等を図るため、原則として「県内のど

こに住んでも、同じ世帯構成、同じ所得水準であれば、同じ保険税水準」を目指し

ていく。 

   ただし、財政安定化基金償還分や地方単独事業減額調整分など、統一の対象とし

て県単位の共同負担とすると市町間の不公平が生じる項目については、統一の対象

としない例外を設け、これを本県における「完全統一」と定義していく。 

 

（２）保険税水準の統一までの進め方 

  ① 納付金ベースの統一 

    納付金の配分ルールについて、次のとおり段階的に移行していく。 

   ア 医療費指数反映係数α（※）の設定について、令和６(2024)年度から５年の移

行期間を設けて、現在のα＝１から毎年度 0.2ずつ段階的に低減していくことと

し、各市町における納付金の急激な増減を抑制しながら、令和 10(2028)年度に

α＝0へ移行する。 

※ 市町への納付金配分に医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数（０≦α≦１） 
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α＝１の時、医療費指数を納付金の配分に全て反映。 

α＝０の時、医療費指数を納付金の配分に全く反映させない。 

 

   イ α＝０への段階的な移行に合わせて、各市町における納付金の増加を緩和す

るため、医療費水準に応じた新たな評価制度（医療費水準に応じた２号繰入金

の活用）を導入していく。 

 

   ウ α＝０への段階的な移行に合わせて、県全体の納付金総額（保険料収納必要

額）から、高額医療費や特別高額医療費に係る公費総額を減算し、県全体で共

同負担していく。 

 

   エ α＝０への移行後には、県全体の納付金総額（保険料収納必要額）に、全市

町の出産育児一時金、葬祭諸費及び審査支払手数料に要する経費を加算し、県

全体で共同負担していく。 

 

② ①以外で令和 10(2028)年度までに統一していく項目 

ア 市町における保険税の算定方式を３方式（所得割、均等割、平等割）に統一し       

ていく。 

イ 市町における保険税の賦課（課税）限度額を地方税法施行令の賦課（課税）

限度額に統一していく。（※） 

※  地方税法施行令の賦課（課税）限度額と差が生じている市町は、原則として、同

施行令が定める限度額まで引き上げを行うこととし、同施行令の改正による限度額

の引き上げが行われた際には、速やかに条例を改正して同施行令の限度額と同額と

していく。 

ただし、速やかな条例の改正が困難な場合、当面は、限度額の引上げが行われた

同施行令改正の１年後までに条例を改正して限度額の引上げを行うこととし、速や

かな限度額の引上げ方法について、県と市町間で引き続き検討していく。 

 

③ 完全統一 

市町間における保険税の収納率較差の縮小、医療費適正化や事務の標準化など

に取り組むとともに、納付金ベースの統一を段階的に進めた上で、収納率較差が

一定程度まで縮小された時点から、完全統一を実現していく。 

 

  ④ 統一までの工程表及び事業運営上の課題の検討 

     ①及び②の取組項目のほか、③の実現に向けて県と市町間の議論の継続が必要で

ある項目及び市町間の事務の標準化・広域化を進めていく項目について、個々の検

討テーマとして「取組又は検討の方向性」とともに、保険税水準の統一に向けた工

程表を別紙のとおり整理（※１）する。 

     なお、県と市町間の議論を継続していく検討テーマごとの事業運営上の課題（保
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険税の収納率較差の縮小や医療費適正化等）については、栃木県国保運営方針連携

会議（※２）において課題の整理・検討を行っていく。 

   ※１ 今後の県と市町間の議論の状況等により必要に応じて適宜反映又は見直しを実施 

   ※２ 県と市町の国民健康保険主管課長により構成（県と市町の担当者で構成する分科会

を設置） 

 

３ 納付金、標準保険料率の算定方法 

  県は、市町との協議により、納付金及び標準保険料率の算定方法を定め、市町別の

納付金額及びアからウまでの３種類の標準保険料率（※１）を市町に示す。 

  市町は、県が示した納付金額及び３種類の標準保険料率を参考に、保険料率を算定

する。 

ア 全国統一の算定基準による本県の保険税率の標準的な水準を示す数値である

「都道府県標準保険料率」 

イ 県内統一の算定基準による市町ごとの保険税率の標準的な水準を示す「市町

村標準保険料率」（※２） 

   ウ 各市町の算定基準をもとに算定した保険料率 

     ※１ 県内の市町においては、保険料ではなく保険税を採用しているが、国保法に規定

する用語「標準保険料率」を使用している。 

      ※２ イの「市町村標準保険料率」の算定方法については、（２）に記載する。 

 

（１）納付金の算定方法 

     納付金の算定式は、国のガイドライン（令和３年９月15日付け保発0915第５号厚

生労働省保険局長通知）に準じる。 

 ＜納付金算定式＞ 

  市町の納付金の額 

   ＝ （栃木県での必要総額） 

      ×｛α×（年齢調整後の医療費指数－１）＋１｝ 

      ×｛β×（所得のシェア）＋（人数のシェア）｝／（１＋β） 

      ×γ 

                             ※ γは、調整係数 

 

① 医療費水準（医療費指数反映係数αの設定の仕方） 

納付金の配分における医療費水準の反映は、保険税水準の統一を進めていく観

点から、令和６(2024)年度 α＝0.8、令和７(2025)年度 α＝0.6、令和８(2026)

年度 α＝0.4、令和９(2027)年度 α＝0.2、令和 10(2028)年度 α＝０とする。 

       

② 所得水準（所得係数βの設定の仕方） 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれについて、全国平均の所

得水準を１とした場合の本県の所得水準に応じて、毎年度国から設定される係数
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（β）により決定する。（応能割：応益割＝β：１） 

 

 ③ 納付金ベースの統一への移行に合わせて共同負担を行っていく項目 

α＝０への段階的な移行に合わせて、県全体の納付金総額（保険料収納必要額）

から、高額医療費や特別高額医療費に係る公費総額を減算し、県全体で共同負担

していく。 

なお、出産育児一時金、葬祭諸費及び審査支払手数料については、α＝０への

移行後（令和 10(2028)年度）から、県全体の納付金総額（保険料収納必要額）に、

全市町の当該項目に要する経費を加算し、県全体で共同負担していく。 

 

④ 納付金制度の導入により負担増となる市町への軽減措置（令和２(2020)年度ま

での激変緩和措置）の経過措置 

県繰入金の一部を財源として、令和９(2027)年度まで、以下のとおり市町の負

担を軽減する。 

・ 令和２(2020)年度の各市町の納付金総額と平成 28(2016)年度の決算ベースの   

丈比べにより算定した市町別の軽減措置対象額並びに令和３(2021)年度の「県

平均超過割合（軽減措置％）」により算出した市町別の軽減措置額の漸減期間

が残存する市町について、市町別に軽減措置額を漸減し、緩やかに標準化を図

っていく。 

・ ただし、保険税水準の統一を進める観点から、医療費指数反映係数α＝０を

達成する令和 10(2028)年度以降は「医療費水準に応じた２号繰入金の活用」に

切り替えていくこととなるため、令和 10(2028)年度を超えて本経過措置の漸減

期間が残存する市町への令和 10(2028)年度以降の激変緩和措置額については、

令和５(2023)年度納付金を基準にして見込んだ相当額を令和９(2027)年度まで

に前倒しして措置する。 

 

  ⑤ 医療費水準に応じた２号繰入金の活用 

     α＝０への段階的な移行に合わせた納付金の急激な増減を緩和するため、市町ご

との医療費指数を用いて、医療費指数が最も高い市町を基点に、その他の市町ごと

の医療費指数との差を県繰入金からの配分の計算に活用することで、医療費指数の

低い市町から重点的に傾斜配分して措置する。 

 

⑥ 納付金の算定方式 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ３方式とする。 

 

⑦ 所得割指数、資産割指数、均等割指数及び平等割指数 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健

康保険事業費納付金に関する条例に基づき、所得割指数 1.0、資産割指数 0、均等

割指数 0.7、平等割指数 0.3とする。 
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⑧ 賦課（課税）限度額 

      地方税法施行令に規定する額と同額とする。 

 

（２） 標準保険料率の算定方法 

① 標準的な保険料算定方式 

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれ３方式とする。 

 

② 所得割指数、資産割指数、均等割指数及び平等割指数 

    栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健

康保険事業費納付金に関する条例に基づき、所得割指数 1.0、資産割指数 0、均等

割指数 0.7、平等割指数 0.3とする。 

  

③ 賦課（課税）限度額 

      地方税法施行令に規定する額と同額とする。 

 

④ 標準的な収納率 

各市町の収納率の実績を踏まえ、市町別に毎年度設定する。具体的には、当

面、過去３ヵ年の収納率の平均とする。 
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第４章 市町における保険税の徴収の適正な実施に関する事項 

 

１ 各市町における収納対策の状況 

 令和３(2021)年６月１日現在、県内全市町における滞納世帯は全世帯の10.5％とな

っており、保険税の滞納は、国保財政を圧迫する要因の１つとなっている。 

令和４(2022)年９月１日現在の全市町の主な収納対策の実施状況は、収納体制の強

化として、約６割に当たる16市町が研修を実施し、２割に当たる４市町がコールセン

ターの設置や税の専門家を配置している。 

また、収納方法の改善として、全市町がコンビニ収納を実施するほか、18市町が多

重債務相談を実施している。 

納付方法については、口座振替の加入率が、全国平均が 39.80％に対して栃木県は

29.27％と低調な状況となっている。 

  滞納処分としては、全市町において財産調査、差押を実施している。 

 

    

 
  ※ 保険税を原則１年以上滞納している世帯に属する被保険者が、保険医療機関等で療養等を受けた際、療養の給

付が行われず、療養に要した費用の全額を一旦当該機関等に支払った上で、保険者への支給申請によって当該費

用の支給を受けるもの。 

 

 

 

 

 ※ ＭＰＮ・・・マルチペイメントネットワークの略。各種収納機関と金融機関を結び、顧客・金融機関・収納機

世帯数 県内の世帯に占める割合 世帯数 滞納世帯数に占める割合

271,646 28,450 10.5% 3,769 1.4%

県内の世帯数
滞納世帯の状況 特別療養費(※)の支給対象の状況

項目 実施市町数

要綱の作成 19

4

4

16

1

4

3

25

5

7

18

25

25

21

18

17

具体的な収納対策

収納対策要綱等の作成

滞納処分

財産調査

差押え

捜索

インターネット公売

タイヤロック

収納体制の強化

収納方法の改善

口座振替の原則化

MPN（※）を利用した口座振替の推進

コンビニ収納

ペイジーによる納付方法の多様化

クレジットカード支払

多重債務相談の実施

コールセンターの設置

税の専門家の配置

研修の実施

国保連合会設置の徴収アドバイザーの活用

滞納世帯等の状況 （県全体・令和３(2021)年 6月１日現在) 

収納対策の実施状況 （令和４(2022)年 9 月 1日現在) 

 出典：栃木県国保医療課調べ 
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関の間で発生する、さまざまな決済に関わるデータを伝送するためのインフラ。このマルチペイメ

ントネットワークを活用して実現されているサービスを「ペイジー」と呼んでいる。 

 

 

 

 

２ 収納率目標の設定 

（１）収納率目標の達成状況 

   令和３(2021)年度末時点における保険者規模別の現年度分収納率目標の達成状況

は、以下のとおり25市町のうち13市町が達成したが、過半数に近い12市町が未達成

だった。 

 

     

 

加入率 収納率 加入率 収納率 加入率 収納率 加入率 収納率 順位

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

栃木県 0.02 99.48 29.27 96.39 20.96 100.00 49.75 63.97 92.58 45

全国（平均） 0.37 94.27 39.80 97.05 16.27 99.90 43.56 71.40 94.24 －

収納率自主納付特別徴収口座振替納付組織

市町名
目標収納率

（％）

令和３(2021)年度

収納率（％）
目標値との差

順位

(目標値との差)

宇都宮市 92.00 89.66 ▲ 2.34 22

足利市 94.00 91.20 ▲ 2.80 23

栃木市 94.00 91.07 ▲ 2.93 24

佐野市 94.00 93.83 ▲ 0.17 14

鹿沼市 94.00 93.60 ▲ 0.40 15

日光市 94.00 92.73 ▲ 1.27 19

小山市 94.00 90.67 ▲ 3.33 25

真岡市 94.00 93.60 ▲ 0.40 15

大田原市 94.00 97.11 3.11 1

矢板市 95.00 95.06 0.06 13

那須塩原市 94.00 94.54 0.54 12

上三川町 95.00 93.68 ▲ 1.32 20

益子町 95.00 93.88 ▲ 1.12 17

茂木町 95.00 98.10 3.10 2

市貝町 95.00 95.72 0.72 11

芳賀町 95.00 95.77 0.77 10

壬生町 95.00 93.01 ▲ 1.99 21

下野市 94.00 95.44 1.44 6

野木町 95.00 96.23 1.23 8

塩谷町 95.00 97.11 2.11 4

さくら市 95.00 96.57 1.57 5

高根沢町 95.00 93.88 ▲ 1.12 17

那須烏山市 95.00 95.97 0.97 9

那珂川町 95.00 96.29 1.29 7

那須町 95.00 97.64 2.64 3

納付方法別収納率の実施状況 （令和３(2021)年度) 

収納率目標達成状況（現年度分） （令和３(2021)年度) 

    出典：栃木県国保医療課調べ 

        出典：栃木県国保医療課調べ 
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（２）収納率目標 

   収納率目標については、現年度分を確実に収納することにより、新規滞納発生を

防止することが重要であるため、現年度分について設定する。 

なお、市町は、引き続き滞納繰越分の圧縮に努める。 

  一般的に規模が大きい保険者は収納率が低くなる傾向が見られること及び上記の

収納率目標の達成状況を考慮して、引き続き保険者規模別の現年度分の保険税収納

率の目標は、第２期の運営方針に定める目標を維持して次のとおりとする。 

・被保険者数１万人未満の保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・95％以上 

・被保険者数１万人以上５万人未満の保険者・・・・・・・・・・・ 94％以上 

・被保険者数５万人以上10万人未満の保険者 ・・・・・・・・・・・93％以上 

・被保険者数10万人以上の保険者・・・・・・・・・・・・・・・・ 92％以上 

   収納率目標を達成した市町においては、引き続き収納率の向上に努める。 

 

３ 収納率向上に向けた取組の推進 

  ア 市町は、滞納の早期解消や効率的・効果的な滞納整理を図るため、滞納整理に

取り組む職員の育成、意欲の維持・向上に努めるとともに、早期に滞納者の財産 

調査を含めた実態把握及び滞納世帯が抱える事情の丁寧な把握に努め、滞納して

いる要因を分析の上、収納対策等に取り組む。 

    また、収納率目標を達成していない場合は、収納対策等における課題等の分析

及び検証を踏まえて、目標の達成に向けた取組を進め、目標を達成した場合にあ

っても、更なる収納率の向上に努めていく。 

  イ 県は、県全体の収納率の底上げと各市町における収納率目標の達成のため、栃

木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)等と連携・協働し、

市町の意見やニーズを踏まえながら、以下の取組により市町を支援していく。 

   ・ 副市町長を構成員とする地方税滞納整理推進機構本部会議の開催 

   ・ 徴収アドバイザーや徴収指導員の派遣 

   ・ 徴収指導員等による全市町ヒアリング（収納対策や口座振替の原則化をはじ

めとした収納方法（クレジット決済、コンビニ収納、ペイジー、地方税統一Ｑ

Ｒコード等）の標準化の促進、収納率目標の未達成市町における課題等の分析

及び検証状況の確認・助言等） 

   ・ 納付促進に資するナッジ（※）理論を用いたモデル的な勧奨取組の普及 

   ・ 収納担当職員を対象とする地方税滞納整理推進機構や国保連合会と連携した

研修会の開催 

・ 市町、国保連合会と連携した、口座振替の勧奨を含めた納税にかかる広報、

周知キャンペーン 

※ 望ましい行動や意思決定を後押しすること 

   

なお、滞納世帯に関しては、長期に渡る保険税滞納者（※）となる前に、まず

は財産調査を含めた実態調査を行い、滞納世帯が抱える事情の丁寧な把握に努
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め、きめ細かく対応するよう、引き続き県は市町に助言する。 

   ※ 市町が納付の勧奨、納付相談の実施等により保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、特別 

の事情（災害、病気、事業廃止等）なく、保険税を１年以上滞納している者。 

 

 

第５章 市町における保険給付の適正な実施に関する事項  

 

１ 現状 

（１）診療報酬明細書（レセプト）点検等の状況 

本県の令和３(2021)年度のレセプト点検における被保険者１人当たり財政効果額

は、1,661円となっており、全国と比較すると低い状況にある。診療報酬保険者負担

総額に対する財政効果率をみると、全国の0.63％に対して、本県は0.58％と全国を

下回っている。また、財政効果総額は約７億２千万円となっており、国保財政の改

善に貢献している。 

市町におけるレセプト点検実施体制は、職員、嘱託職員等による自庁点検が12市

町、国保連合会委託が13市町となっている。 

 

 

     

  ※１ 財政効果総額 ＝ 過誤調整金額＋返納金等調定額 

  ※２ 財政効果率  ＝ 財政効果総額÷診療報酬保険者負担総額 

   出典：国民健康保険事業の実施状況報告 

 

 

 

本県 全国

788,011 53,465,192

1,444 1,609

330 407

1,774 2,015

0.64 0.66

721,214 53,399,510

1,414 1,657

247 399

1,661 2,056

0.58 0.63財政効果率※２（千円）

令和３(2021)

年度

財政効果額※１（千円）

　一人当たり過誤調整金額（円）

　一人当たり返納金等調定額（円）

　一人当たり財政効果額（円）

財政効果率※２（千円）

令和２(2020)

年度

財政効果額※１（千円）

　一人当たり過誤調整金額（円）

　一人当たり返納金等調定額（円）

　一人当たり財政効果額（円）

実施方法 実施市町数

レセプト２次点検の実施 25市町

　①自庁点検（職員、嘱託職員等） 12市町

　②国保連合会への委託 13市町

 レセプト点検財政効果額等 

レセプト点検等実施体制 （令和４(2022)年度） 

       出典：栃木県国保医療課調べ 
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（２）療養費の支給状況 

本県の令和３(2021)年度の療養費の支給状況は、1,451,288 千円のうち柔道整復師

への支給が 1,109,253千円となっており、全体費用の 76.43％となっている。 

また、柔道整復に係る被保険者照会については、令和４(2022)年度において全市

町が実施している。 

 

 

 

         

 ※ 療養費・・・被保険者が疾病又は負傷による受診の際、やむを得ない理由により被保険者証を     

提出しない等の場合で、保険医療機関等へ医療費の全部を支払ったとき、後日領収  

書を基にして保険者が直接被保険者に現金で支給することをいう。 

出典：国民健康保険事業年報 

         

 

実施市町数 件数 

25 市町 477 件 

 

 

（３）第三者行為求償事務の状況 

令和３(2021)年８月末現在で、レセプトの給付発生原因関係等の点検又は傷病

届の自主的な届出（損害保険会社代行分を含む）等による第三者行為求償に係る

調定件数及び調定金額は、県全体で322件、金額では１億４千万円を超え、そのう

ち交通事故によるものは、314件である。 

令和３(2021)年８月末現在における市町の取組状況としては、全市町が、第三

者行為の疑いのあるレセプト抽出・被保険者への確認作業の実施、一般社団法人

日本損害保険協会等と第三者行為による傷病届の提出に関する覚書の締結や、各

市町のホームページを通じて傷病届出の提出義務の周知などを行っている。 

その一方で、全市町が、国の示す評価指標を参考にした数値目標を網羅してい

る状況とはなっていない。 

 

件数
費用額

（単位：千円）

件数

構成比

費用額

構成比

診療費 4,667 100,412 2.96% 6.92%

補装具 3,641 140,911 2.31% 9.71%

柔道整復師 143,200 1,109,253 90.98% 76.43%

あん摩・マッサージ 2,773 67,160 1.76% 4.63%

はり・きゅう 2,979 31,449 1.89% 2.17%

その他 144 2,103 0.09% 0.14%

計 157,404 1,451,288 100.00% 100.00%

海外療養費（再掲） 31 1,727 0.02% 0.12%

療養費

項目

出典：栃木県国保医療課調べ 

  柔道整復に係る被保険者照会の実施状況 （令和４(2022)年度） 

  療養費の支給状況 （令和３(2021)年度） 
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受付件数(件) 調定件数(千円) 収納額(千円)

（新規受付(件)) 調定額(千円) 滞納額(千円)

257 213 30,358

(157) 30,353 0

108 73 96,826

（47） 96,826 0

28 23 4,802

（６） 6,517 1,715

4 4 2,311

（４） 2,311 0

1 1 34

（１） 34 0

398 314 134,331

（215） 136,041 1,715

ー 5 ー

ー 2,845 ー

ー 2 ー

ー 6,345 ー

ー 1 ー

ー 5 ー

ー 322 ー

ー 145,236 ー
第三者行為求償調定実績合計

小　　計

区分

交

通

事

故

業務上傷病

個人賠償責任保険等

（自転車以外）

第三者直接求償

そ

の

他

第三者直接求償

（自転車）

個人賠償責任保険

（自転車）

第三者直接求償

（自動車・原動機付自転車）

任意保険

（自動車・原動機付自転車）

自動車賠償責任保険

（自動車・原動機付自転車）

実施市町

ー

被保険者による傷病届の早期の提出割合（国保適用開始から60日以内の提出率） 19

保険者による勧奨の取組の効果（勧奨後30日以内の提出率） 18

市町村における傷病届受理日までの平均日数 25

レセプトへの「10.第三」の記載率 17

その他 4

取組内容

⑦ 25

　第三者行為求償の適正な事務を行うために、一般社団法人日本損害保険協会等と第三者

行為による傷病届に関する覚書を締結している。

　第三者行為の疑いのあるレセプトを抽出し、被保険者に確認作業を行っている。

　国保連合会等主催の第三者行為求償研修に参加し、知識の習得に努めている。

　また、求償アドバイザーの助言などを得て、課題の解決に取り組んでいる。

　各市町のホームページ（第三者行為求償のページ等）において、傷病届の提出義務につ

いて周知し、傷病届の様式（覚書様式）をダウンロードできるようにしている。

　求償専門員の設置や国保連合会と連携、債権回収の庁内連携など、第三者行為直接請求

を行う体制を構築し、第三者行為直接求償を行っている。

　第三者行為求償事務に係る評価指標について、数値目標を設定している。

25

⑥ 25

⑤

　消防や地域包括支援センター、警察、病院、保健所、消費生活センター等の関係機関か

ら救急搬送記録等の第三者行為による傷病発見の手がかりとなる情報の提供を受ける体制

を構築している。

25

③

④ 25

① 25

②

 第三者行為求償の状況 （令和３(2021)年８月末現在) 

 出典：国民健康保険事業の実施状況報告 

第三者行為求償の取組状況 （令和３(2021)年８月末現在） 

出典：栃木県国保医療課調べ 
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２ 保険給付の適正化に向けた今後の取組方針 

（１）保険給付の点検、事後調整に関する事項   

① 保険給付の点検 

ア 地域の医療提供体制等を詳細に把握している市町は、適正な保険給付に努め、

レセプト点検事務を引き続き実施する。 

イ 県は、レセプト点検事務の充実強化を図るため、審査支払事務を行い豊富な

知識・経験を有する国保連合会と共同し、点検担当者の点検事務処理水準の向

上と育成環境の整備を目的に、担当職員、管理監督者等のための研修を実施し

ていくとともに、広域的見地からレセプト点検事務に活用できる情報を提供す

るなど、効果的な点検の実施を促進する。 

  また、国保総合システムの機能の活用等により、被保険者が同一医療機関で

算定回数が定められている診療行為等について県内他市町に転居した場合の点

検等、広域的見地から給付点検を実施する。なお国保総合システムの機能拡大

を踏まえて、適宜点検内容を見直すこととする。 

 

② 不当利得・不正利得への対応 

ア 市町は、資格喪失後受診等に伴う不当利得の事務処理について、国保連合会

からの提供資料（資格確認結果表）を活用し、資格喪失後受診等に係る返還金

債権の発生状況を把握した上で、返還金債権額を速やかに確定させ、収納され

るか否かにかかわらず、適正に債権管理を行うとともに、過誤調整又は保険者

間調整を基本に、被保険者本人への返還請求（不当利得請求）と併せて行う。 

イ 県は、監査等により広域的に生じた過誤によって発生した不当利得について、

関係機関と必要な調整を行う。 

 また、保険医療機関や施術所等において広域的かつ大規模な不正請求事案が

発生した場合において、「保険医療機関等又は指定訪問看護事業所に係る不正

利得の回収に係る事務処理要領」により、県が市町からの委託を受けて返還金

の請求手続き等を行う。 

 

（２）療養費の支給の適正化に関する事項 

① 柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう 

ア 市町は、柔道整復師、はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の

施術に係る療養費について支給申請書の内容点検を実施し、疑義が生じた場

合、必要に応じて被保険者に照会を行う等、適正な支給に努める。 

イ 県は、国保連合会と共同して、支給の適正化、標準化を図るため、市町に対

する技術的助言の実施、研修会・勉強会の開催、栃木県国保運営方針連携会議

（以下「連携会議」という。）等における情報共有等を通じて、市町の取組を

支援する。また、県は、被保険者に対する適正受診の普及・啓発に努める。 
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② 海外療養費 

ア 市町は、パスポートによる渡航歴の確認などを通して把握した疑義案件につ

いて、被保険者へ聞き取りを行うとともに、必要に応じて、再翻訳や現地照会

に関する国保連合会への業務委託を活用する等、適正な支給に努める。 

イ 県は、市町に対する技術的助言の実施、研修会・勉強会の開催、連携会議等

における情報共有等を通じて、市町の取組を支援する。 

 

（３）第三者行為求償の取組強化に関する事項 

ア 市町は、損害保険団体との連携強化や被保険者への広報活動等により、第三者

行為に係る速やかな届出を促進するとともに、レセプト点検の強化や国民健康保

険法の規定に基づいて関係機関（官公署、金融機関その他関係者）に資料の提供

を求めること等により、第三者行為の発見手段の拡大を図り、求償事務の取組強

化に努める。 

また、国の示す評価指標を参考にした数値目標の設定により、ＰＤＣＡサイ

クルに沿った求償事務の継続的な改善・強化に努める。 

イ 県は、適宜、市町に対する技術的助言を実施するほか、第三者行為求償事務に

関する研修会等を通じて、国保連合会と共同して市町の取組を支援する。 

また、国保連合会とも協力の上で医療機関等の関係機関に対して第三者行為求

償事務について周知するとともに、各市町の求償事務の実績や数値目標、取組計

画等を取りまとめてフィードバックを行う等により、各市町における求償事務の

ＰＤＣＡサイクルが循環するよう支援する。 

     なお、国民健康保険法の規定に基づいて、市町から関係機関（官公署、金融

機関その他関係者）への資料提供の求め方などのほか、令和７(2025)年度以

降、県は、広域的・専門的見地から必要があると認めるときは、市町から第三

者の行為によって生じた保険給付の損害賠償請求に係る事務を受託することが

可能となるため、それらの対応の在り方等について、市町や国保連合会ととも

に協議を進めていく。 

 

（４）高額療養費の多数回該当の取扱いに関する事項  

   国保制度改革により、都道府県内の区域内に住所を有する者が被保険者とされた

ことから、県内で市町をまたがる住所の異動があっても資格取得・喪失の異動はな

く、高額療養費の該当回数を通算する。 

高額療養費制度について、国は、世帯を主宰し、主たる生計維持者である世帯主

に着目して、世帯の継続性を判定することを原則としており、世帯の継続性に係る

判定の取扱いは､国の参酌基準に基づき、市町は高額療養費の該当回数を通算する。 
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第６章 国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の増進のために必

要と認める医療費の適正化の取組に関する事項 

  県の１人当たり医療費は、全国平均と比較して低いものの増加傾向にあり、被保険

者の保険税負担の増加や国保財政の支出に影響を与えている。国保の財政基盤の強化

には、被保険者の健康の保持・増進とともに、良質かつ適切な医療を提供する体制の

確保を通じて、医療に要する費用の適正化を推進する必要がある。 

   

１ 現状 

（１）特定健康診査の状況 

特定健康診査・特定保健指導制度は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）に基づき、平成20(2008)年から開始された。特定健康診査は、生活

習慣病予防のために、メタボリックシンドロームに着目した健康診査として、40歳

から74歳までの被保険者を対象に実施するものである。県民の健康づくり、疾病の

早期発見・早期治療の促進を通じて、健康寿命の延伸につなげていくため、40歳か

ら50歳代の受診率向上をはじめとし、全体の受診率を向上させていくことは重要で

ある。 

本県の受診率は、令和元(2019)年度まで微増の傾向にあったが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響により、全国と同様に令和２(2020)年度は受診率が著しく低

下した。令和３(2021)年度の県全体の市町国保の特定健康診査受診の対象者数は

306,246人で、そのうち受診者数は109,326人であり、受診率は35.7％と、令和２

(2020)年度の30.8％と比較して4.9％ポイント回復したが、令和３(2021)年度の全国

の受診率36.4％と比較して0.7ポイント下回っている。 

 

  

   

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度

栃木県 32.8% 33.8% 34.5% 35.4% 36.6% 37.0% 30.8% 35.7%

全　国 35.3% 36.3% 36.6% 37.2% 37.9% 38.0% 33.7% 36.4%
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出典：栃木県国保医療課調べ 

                                    

（２）特定保健指導の状況 

特定保健指導は、特定健康診査の受診結果により、生活習慣の改善が必要な対象

者に対し生活指導を行うものであり、疾病の発症や重症化を予防していくため、実

施率を向上させていくことは重要である。 

令和３(2021)年度の県全体の市町国保の特定健康診査を受診した者のうち、特定

保健指導の対象者数 12,632 人に対し、特定保健指導の終了者数 4,312 人となり、実

施率は 36.4％であった。令和２(2020)年度 31.4％と比較して５ポイント上回り、令

和３(2021)年度の全国の実施率 27.9％と比較しても 8.5ポイント上回っている。 

なお、国が令和４(2022)年度に公表した特定健康診査等実施計画の手引き（第４

期）において、個人の受診者の行動変容につながり、成果が出たことを評価する方

針が示され、特定保健指導の評価方法におけるアウトカム評価の手法が導入されて

いる。 

 

 

 

県平均 35.7％ 

全国平均 36.4％ 全国の目標値 60% 
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 出典：栃木県国保医療課調べ 

 

（３）後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用状況 

   後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品と治療学的に同等であるもの

として製造販売の承認を受け、一般的に、研究開発に要する費用が低く抑えられる

ため、先発医薬品に比べて薬価が安くなる。後発医薬品の普及は、患者負担の軽減

や医療保険財政の改善に資するものである。 

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度

栃木県 26.1% 28.8% 29.0% 32.2% 33.5% 31.2% 31.4% 36.4%

全　国 23.0% 23.6% 24.7% 25.6% 28.9% 29.3% 27.9% 27.9%

全国の目標値 60% 

県平均 36.4％ 

全国平均 27.9％ 
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県内市町国保の後発医薬品使用割合は、令和４(2022)年３月診療分で80.5％となり、

全国平均と比較して0.9ポイント上回っている。 

平成31(2019)年３月診療分と令和４(2022)年３月診療分を比較すると、全市町の利

用率が上昇し、県平均は4.7ポイント上昇した。 

 

 

 

 

 

出典： 厚生労働省 保険者別後発医薬品使用割合           

（平成 31(2019)年３月診療分及び令和４(2022)年３月診療分）             

※全国平均は、医療費適正化計画関係のデータセット（2021 年度診療分の NDB データ）の値を使用  

 

（４）データヘルス計画の策定状況 

   市町は、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るために、健康・医療情報を活

用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った国民健康保健事業の実施計画（データヘルス計画）

（以下、「データヘルス計画」）を策定して、保健事業の実施並びに実施状況に対

する評価を行うこととされている。 

   本県では、全ての市町がデータヘルス計画を策定し、ＰＤＣＡサイクルに沿った

効果的かつ効率的な保健事業の取組を行っている。 

なお、令和５(2022)年度には、国から新たなデータヘルス計画策定の手引きが示さ

れ、保険者の健康課題を効果的・効率的に解決することを目的に、都道府県レベルで

の標準化の推進が示されたため、県内市町が共通の評価指標や様式を設定して令和６

(2024)年度からの取組を推進している。 

 

（５）その他の取組の状況 

令和４(2022)年度時点では、特定健康診査及び特定保健指導の受診率を向上させる

ため、未受診者対策について、特定健康診査では25市町、特定保健指導では23市町が

保険者名 平成31(2019)年3月 令和4(2022)年3月 増減割合 保険者名 平成31(2019)年3月 令和4(2022)年3月 増減割合

宇都宮市 73.4% 78.9% 107.5% 市貝町 75.9% 82.8% 109.1%

足利市 80.4% 82.8% 103.0% 芳賀町 75.8% 81.6% 107.7%

栃木市 77.5% 82.8% 106.8% 壬生町 76.4% 83.7% 109.6%

佐野市 78.0% 81.3% 104.3% 下野市 79.5% 83.7% 105.4%

鹿沼市 74.8% 80.4% 107.4% 野木町 78.9% 83.4% 105.6%

日光市 77.4% 82.4% 106.5% 塩谷町 75.7% 80.2% 106.0%

小山市 75.5% 80.6% 106.7% さくら市 75.3% 80.2% 106.5%

真岡市 79.6% 84.6% 106.2% 高根沢町 68.9% 77.8% 112.8%

大田原市 73.1% 77.7% 106.3% 那須烏山市 66.5% 74.2% 111.7%

矢板市 74.2% 76.9% 103.6% 那珂川町 75.2% 80.7% 107.4%

那須塩原市 74.1% 76.0% 102.7% 那須町 76.4% 77.6% 101.5%

上三川町 77.0% 83.5% 108.4% 県平均 75.8% 80.5% 106.2%

益子町 81.9% 86.1% 105.2% 全国平均※ 75.1% 79.6% 106.0%

茂木町 76.3% 81.9% 107.3%

 保険者別後発医薬品使用割合 

【平成 31（2019）年３月診療分及び令和４（2022）年３月診療分の比較】 
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取組を進めている。 

また、全ての市町が糖尿病等の重症化予防の取組（かかりつけ医との連携した取

組等）に係る、令和４(2022)年度保険者努力支援制度で、全ての取組が評価された。 

平成28(2016)年度に県が策定した「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」に基づく

取組では、栃木県医師会（以下「県医師会」という。）及び栃木県保険者協議会（以

下「県保険者協議会」という。）と連携して、市町の取組を推進している。 

 

 

 
出典：栃木県国保医療課調べ 

※については、令和４(2022)年度保険者努力支援制度評価指標(令和３(2021)年度の取組を評価)で実施数を計上 

  

 

   

出典：栃木県国保医療課調べ 

取組内容 実施市町数

　特定健康診査の未受診者対策事業の実施 25市町

　特定保健指導の未実施者対策事業の実施 23市町

　糖尿病等の重症化予防の取組

　（かかりつけ医との連携した取組）　※
25市町

　データヘルス計画の策定　※ 25市町

　医療費通知の送付　※ 25市町

　個人へのインセンティブの提供の実施　※ 25市町

　後発医薬品差額通知の送付及び効果の確認　※ 25市町

　重複・多剤投与者に対する取組　※ 23市町

　地域包括ケアの取組　※ 17市町

糖尿病性腎症重症化予防の取組項目（令和３(2021)年度実施状況を評価） 達成市町数

　①から⑤の基準を全て満たす糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施している。

　　①　対象者の抽出基準が明確であること

　　②　かかりつけ医と連携した取組であること

　　③　保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること

　　④　事業の評価を実施すること

　　⑤　取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進

　　　会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）

　　　を図ること

　⑥　健診結果のみならず、レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し、糖

　　尿病性腎症対象者の概数を把握していること
25市町

　⑦　特定健診受診者で糖尿病基準に該当するが医療機関の未受診者及び特定健

　　診未受診者で過去に糖尿病治療歴があり現在治療中断している者を抽出し、

　　受診勧奨を実施している場合

23市町

　⑧　保健指導対象者の医療機関受診状況に加え、保健指導終了後の

　　HbA1ｃ、eGFR、尿蛋白等の検査結果を確認し、アウトカム指標により評価

　　していること

23市町

　⑨　生活習慣病の発症予防や重症化予防の正しい理解促進のため、保健衛生部

　　門と連携して、健康教育等のポピュレーションアプローチの取組を行ってい

　　る場合

23市町

25市町

医療費適正化に係る取組状況（令和４(2022)年度） 

保険者努力支援制度における糖尿病重症化予防の取組結果（令和４(2022)年度） 
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２ 医療費の適正化に向けた今後の取組方針 

  県は栃木県医療費適正化計画を踏まえて、市町、県保険者協議会、国保連合会等の

関係者と連携し、特定健康診査・特定保健指導や保険者における保健事業の推進に資

する支援等を実施してきたところである。 

令和２(2020)年度から、国は、人生100年時代を見据えて、保険者努力支援制度を抜

本的に強化し、予防・健康づくりを強力に推進している。 

国保の被保険者は毎年減少しているが、被保険者全体に占める65歳から74歳までの

前期高齢者の割合は増加しており、団塊の世代が後期高齢者となる令和７(2025)年に

かけて増加が見込まれる中、予防・健康づくりや生活習慣病の発症予防と重症化予防

等の医療費適正化に向けた取組がより一層重要となる。 

このため、引き続き、県及び市町は、都道府県ヘルスアップ支援事業や市町村国保

ヘルスアップ事業等を積極的に活用しながら、以下の取組を推進する。 

 

（１）データヘルス計画に基づく効率的・効果的な保健事業の実施 

ア 市町は、県が設定した計画全体の目標（共通指標・目標値）の達成に向け

て、地域の健康課題に対し、ＰＤＣＡサイクル（県が提供する共通指標の実績

値を活用）に沿った効果的かつ効率的な保健事業等を実施する。 

イ 県は、市町が保有する医療・介護レセプト、特定健診等のデータを分析し、

医療費や生活習慣病の現状や健診結果等を「見える化」してフィードバックす

ることにより、各市町のデータヘルス計画に基づく保健事業の効果検証の取組

を支援する。 

また、国保連合会が設置する保健事業支援評価委員会に参画し、市町への助

言を行うとともに、好事例に係る情報提供や情報交換のための研修会の開催等

を通じて、市町の取組を支援する。 

 

（２）特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上 

ア 市町は、全国の目標値である特定健康診査受診率60％及び特定保健指導実施率

60％を踏まえ、市町毎の特定健康診査等実施計画に定める受診率等の達成を目

指すこととし、以下の取組を進めていく。 

・ 広報誌や自治会等を通じて、被保険者に対する広報・普及啓発を行うととも

に、がん検診等との同時実施、住民に身近な地域での実施や休日・夜間の受

診機会の提供の検討など、被保険者が健診や指導を受けやすい環境整備に取

り組む。 

・ 特定健康診査未受診者及び特定保健指導未実施者の年齢層ごとの要因分析を

行うとともに、電話による勧奨やＡＩを活用する等の様々な勧奨方法を検討

の上、地域の実情に応じて効果的な受診勧奨等に取り組む。 

・ 上記のほか、次の取組例なども参考にし、受診率等の向上に努めていく。 

（取組例） 

健診結果等を踏まえた生活習慣の特徴や健康課題等の提供を通じた特定保健指導実施率

向上の取組 
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地区の社会資源を活用した他職種（他機関）と連携した受診勧奨 

健診の連続未受診者や、初めて特定健康診査の対象となる40歳到達者等、特定の被保険

者に訴求する受診勧奨 

 

イ 県は、市町ごとの特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の底上げを図っ

ていくため、以下の取組により市町を支援していく。 

・ 特定健康診査及び特定保健指導の重要性について、マスメディア等を活用

した広報・普及啓発により、被保険者の健診受診等に向けた機運を醸成して

いく。 

・ 栃木県医師会や栃木県薬剤師会等の関係機関と連携して、被保険者に向け

た受診勧奨等を行うほか、市町が地域の医療関係者等の他職種（他機関）と

連携して受診勧奨等に取り組む際の必要な助言等を行う。 

・ 市町への専門家の派遣（保健事業アドバイザー）を通じ、専門的な視点か

ら、市町の実情に応じて、特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率

の向上に資する助言等を行う。 

・ 特定保健指導担当職員を対象とした研修会の開催、受診率の高い先進自治

体の取組例の把握とともに、連携会議等を通じた具体的な取組手法等の横展

開、受診勧奨方法等の検証を通じて、市町の取組を支援する。 

 

（３）後発医薬品の安心使用の促進 

ア 市町は、後発医薬品の使用率の向上を図るため、リーフレットやジェネリッ

ク医薬品希望シールの配布、先発医薬品との差額通知の送付により、後発医薬 

品の普及啓発、利用促進に努める。 

イ 県は、引き続き、県医師会等関係機関との連携による環境整備に取り組むと

ともに、後発医薬品の使用率（数量シェア）の把握、被保険者への普及啓発、

医療機関や調剤薬局への働きかけ及び市町への情報提供等により、市町の取組

を支援する。 

 

（４）糖尿病等生活習慣病重症化予防に向けた取組の推進 

ア 市町は、｢栃木県糖尿病重症化予防プログラム｣等に基づき、健診結果やレセ

プトデータから対象者抽出ツールで作成される対象者一覧を活用して、効率的

に対象者の選定を行い、医療機関への受診勧奨やかかりつけ医と連携した保健

指導等を行う。 

また、がんを含めた生活習慣病発症予防の正しい知識の理解促進を図るた

め、健康教育等のポピュレーションアプローチ（集団に対して健康障害のリス

ク因子の低下を図る方法）を引き続き実施する。 

イ 県は、県内の健康課題の解決に向けて、健診結果から疾病のリスクがあると

判定された医療機関受診勧奨対象者を適切な医療につなげ、重症化の予防に資

するよう、市町における対象者の選定、受診勧奨に向けた保健指導の技術向上

等や生活習慣病重症化予防事業の効果的な展開を支援する。 
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また、県医師会や県保険者協議会と連携した各種会議での説明やセミナーの

開催、広報誌への掲載等により、「栃木県糖尿病重症化予防プログラム」の周

知・普及を図るとともに、保健指導担当職員を対象とした研修会等において、

研修や情報交換を通じて、保健指導のスキルアップを図るなど、市町の取組を

支援する。 

なお、栃木県糖尿病予防推進協議会等と、県内の取組状況や課題について問

題意識を共有し、課題解決に向けた議論を進める。 

 

（５）適切な受療行動の促進（重複・頻回受診、重複・多剤服薬者の是正） 

ア 市町は、国保連合会のレセプトデータ等を活用し、適切に医療機関を受診す

ることについて支援を必要とする重複・頻回受診者や重複・多剤服薬者の把握

に努めるとともに、重複・多剤服薬者に対して、県作成の「重複・多剤服薬者

等への保健指導の手引書」の活用等により、支援の必要な被保険者に対して、

保健師等の専門職による保健指導を行う。 

イ 県は、先進的な取組に係る情報提供等を通じて、重複・頻回受診、重複・多

剤服薬者の是正に向けた市町の取組を支援する。 

    

（６）その他医療費の適正化に向けた取組の推進 

ア 県及び市町は、関係機関等と連携しながら、個々の住民の予防や健康づくり

に向けた取組へのインセンティブ（ポイントに応じた報奨）の提供、国保の視

点からの地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組など、医療費の適正

化に向けた取組を積極的に進めるとともに、フレイル（※１）やオーラルフレ

イル（※２）の予防に引き続き取り組む。 

イ 市町は、保健事業実施にあたっては、適宜、庁内関係課室、国保連合会、広

域連合及び関係団体等と連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

（以下「一体的実施」という）を推進するとともに、被保険者に占める前期高

齢者の割合が高いことを踏まえた、より効果的な事業を実施する。 

ウ 県は、国保データベース（ＫＤＢ）システム等を活用するとともに、国保連

合会、広域連合及び関係団体等と連携し、市町の保健事業の一体的実施を支援

する。 

※１ 加齢に伴い心身の活力が低下してきた「健康」と「要介護」の中間の虚弱状態 

※２ 加齢に伴う歯と口腔の衰え 

 

３ 栃木県医療費適正化計画との関係 

栃木県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供

の推進に関する目標及び取組内容と整合を図り、地域の実情を踏まえた医療費適正化

を推進する。 
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第７章 市町の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項 

 

１ 現状 

 広範な保険者事務を個々の市町が全て処理することには相当な負担が伴うことか

ら、県内全市町が会員として加入する国保連合会において、図表及び下記（１）から

（４）のとおり共同事業等を実施して、保険者事務の共通化、効率化を図っている。 

 また、保険税水準の統一に向けた取組を進めるに当たり、市町ごとの被保険者への

サービス水準等の差異をできるだけ解消していくことが重要であることから、第２期

の運営方針に基づいて、令和３(2021)年度から市町とともに具体的な議論を重ねてき

た保険税水準の統一と並行して、事務の標準化・広域化に向けた取組等の議論を進め

ている。 

 

（１）保険者事務の共同実施 

 診療報酬明細書等の被保険者資格の確認及び給付内容の点検等を実施するととも

に、保険者ネットワーク制御システムを利用し、給付関係の諸帳票・諸資料を市町

に提供するほか、高額療養費支給申請・決定帳票、療養費支給決定帳票、被保険者

証（高齢受給者証を含む）の作成等の保険者事務を支援している。 

 また、診療報酬明細書（レセプト）の電子化に伴い、平成23(2011)年９月より全

国統一の国保総合システムを利用することにより、下記の業務を市町の端末を介し

て実施している。 

  (ｱ) 資格管理業務 

  (ｲ) 療養費窓口申請業務・療養費支給管理業務 

  (ｳ) 資格・給付確認業務 

  (ｴ) 給付記録管理業務 

  (ｵ) 高額療養費業務 

  (ｶ) 高額介護合算療養費業務 

  (ｷ) 共同処理関係帳票等作成業務（保険者月報・基準給付費調査等） 

  (ｸ) 退職者適用適正化業務 

 

なお、国保総合システム内にある保険者レセプト管理機能を利用し、レセプト

の一括管理を行うことによって、市町におけるレセプト保管を不要とし、疑義の

ある診療報酬明細書に係る再審査の事務処理軽減を図っている。 

その他、広報事業について、国保連合会広報委員会で協議し、被保険者に対す

る国保事業の啓発等のため、県内統一のポスター作成、特定健診の受診促進や保

険税納付推進のマスメディアを活用した広報事業等を実施している。 

 

（２）医療費適正化の共同実施 

 医療費通知書・後発医薬品差額通知書作成、レセプト点検等、医療費適正化の取

組を共同で実施している。 
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また、第三者行為求償事務共同処理事業として、専門的な知識が求められる交通

事故等に係る損害賠償請求権の事務について、市町からの委託を受け共同で処理し

ている。 

 

（３）収納対策の共同実施 

   保険税納付促進の広報の他、収納担当職員への研修、保険税収納アドバイザーに

よる研修・実地指導を共同で実施し、市町の取組を支援している。 

 

（４）保健事業の共同実施 

 保健事業専門研修会、特定健診・特定保健指導等担当者研修会、特定健診・特定

保健指導データ活用研修会等の実施により、市町の保健事業を支援している。 

 また、平成26(2014)年度から、保健事業支援・評価委員会等を設置し、市町の国

保データヘルス事業を支援している。 

 

 

 

事務等
実施

市町数

被保険者証の作成 22

被保険者台帳の作成 22

高額療養費の申請勧奨通知の作成 22

療養費支給決定帳票の作成 25

高額療養費支給申請・決定帳票の作成 25

高額療養費通知の作成 22

高額療養費支給額計算処理業務 25

高額介護合算療養費支給額計算処理業務 25

退職被保険者の適用適正化電算処理業務 25

(3)統計資料 事業月報・年報による各種統計資料作成 25

資格管理業務 25

資格・給付確認業務 25

被保険者資格及び異動処理事務 25

給付記録管理業務（給付記録台帳の作成） 25

各種広報事業 25

国庫補助金等関係事務 25

共同処理データ 25

市町村基幹業務支援システムの参加促進 0

医療費通知 25

後発医薬品差額通知書 24

後発医薬品調剤実績・削減効果実績の作成 25

レセプト点検（２次点検） 25

レセプト点検担当職員への研修 25

第三者行為求償事務共同処理事業 25

医療費適正化に関するデータ提供 25

高度な医療費分析 25

２

　

医

療

費

適

正

化

の

共

同

実

施

項目

(1)通知等の作成

(2)計算処理

(4)資格・給付関係

(5)その他

１

　

保

険

者

事

務

の

共

同

実

施

共同実施の状況（令和４（２０２２）年度） 
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出典：栃木県国保医療課調べ 

 

（５）事務の標準化・広域化 

   保険税水準の統一に向けた工程表として整理した別紙１において、市町間の事務

の標準化・広域化を進めていく具体的な項目とともに、個々の検討テーマとして

「取組又は検討の方向性」を整理している。 

 

２ 標準的、広域的及び効率的な運営の推進に向けた取組 

被保険者へのサービス水準の維持向上及び市町の事務負担の軽減を図るため、保険

税水準の統一に向けた取組を進め行くことと同時に、連携会議において保険者事務の

課題等を踏まえながら、県、市町、国保連合会が連携して共同実施、事務の標準化及

び広域化を検討していく。 

 

 

第８章 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に

関する事項 

 

１ 保健医療サービス・福祉サービスとの連携 

県及び市町は、緊密な連携の下、堅実な財政運営や適正な保険給付等に取り組むと

ともに、各種の保健事業など医療費の適正化に向けた取組を積極的に推進していくこ

とが重要であり、地域包括ケアシステムの深化・推進にも留意しながら、保健医療サ

ービスや福祉サービスとの有機的な連携を図っていく。 

（保健医療サービス・福祉サービスとの連携の具体的な取組例） 

○地域ケア会議への国保主管課の参画（地域課題の把握と対策の企画） 

○保健事業と介護予防に係る取組との一体的実施及び効率的な実施（糖尿病重症化予防

事務等
実施

市町数

広域的な徴収組織の設立・活用の推進 0

保険税納付促進の広報 25

収納担当職員への研修 25

保険税収納アドバイザーによる研修・実地指導 25

滞納処分マニュアルの作成 0

マルチペイメント・ネットワークの共同導入 0

多重債務者相談事業の共同実施 0

資格喪失時の届出勧奨 0

特定健診の受診促進に係る広報 25

特定健診・特定保健指導等の研修会・意見交換会の実施 25

特定健診データの活用に関する研修 25

特定保健指導の共通プログラムの作成 0

特定健診・特定保健指導の委託単価・自己負担額の統一 0

重複・頻回受診者に対する訪問指導の共同実施 0

糖尿病腎症重症化予防の取組の共同実施 0

３

　

収

納

対

策

の

共

同

実

施

４

　

保

健

事

業

の

共

同

実

施

項目
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の取組、重複・多剤服薬者等への保健指導等での連携） 

○高齢者の健康づくりに繋がる地域の活動への国保主管課としての支援の実施 

○後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施 

○健診（検診）結果やレセプトデータなどを活用した要支援者の抽出及び関係機関

と連携した個別支援の実施（情報提供、受診勧奨、保健指導など） 

○国保直診施設を拠点とした地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組の実

施 

  

２ 各種計画との整合性の確保 

本方針の策定及び推進に当たっては、「栃木県地域医療構想」、「栃木県保健医療

計画」、「栃木県健康増進計画（とちぎ健康プラン２１）」、「栃木県高齢者支援計

画（はつらつプラン２１）」等との整合を図る。 

 

 

第９章 第３章～第８章に掲げる事項の実施のために必要な関係市町相互間の連絡調整 

その他県が必要と認める事項 

 

１ 栃木県国民健康保険運営協議会の運営 

栃木県国民健康保険運営協議会において、運営方針に基づく国保事業について、毎

年度、県が実施状況について報告し、事業運営の改善に向けた意見を聴取する。 

 

２ 栃木県国保運営方針連携会議の運営 

連携会議において、国保制度の運営について関係者間の意見交換及び意見調整を行

う。 

同会議に設置された４つの分科会（財政運営分科会、資格管理・保険給付分科会、

国保税分科会及び保健事業分科会）においては、国保運営に関する個別具体的な案件

について協議する。 

 

３ 国民健康保険事業に係る検証 

運営方針に基づく県及び市町の取組について、毎年度、ＰＤＣＡサイクルにより分

析・評価を行い、速やかな改善に繋げる。 

① 市町は、毎年度、事業の実施状況を分析・評価し、県に報告するとともに、必

要に応じて改善に取り組む。 

② 県は、市町の取組状況を取りまとめ、事業実施状況等を評価するとともに、必

要な指導助言を行う。 

    また、県としての取組についても毎年度、分析・評価し、必要な改善を行う。  

③ 県は、取組状況、目標の達成状況等を、連携会議にフィードバックし、市町と

情報を共有するとともに、栃木県国民健康保険運営協議会に報告（併せてホームペ

ージで公表）し、意見を聴取する。 



保険税水準の統一に向けた工程表

<No.4>

出産育児一時金・葬祭諸費の共同負担

※資格管理・保険給付分科会との共通検

討テーマ

・全市町同一単価を維持した上で、α＝０の

達成に合わせて、県全体の納付金総額（保険

料収納必要額）に全市町の出産育児一時金・

葬祭諸費に要する費用を加算し、県全体で共

同負担していく。

<No.5>

審査支払手数料の共同負担

・α＝０の達成に合わせて、県全体の納付金

総額（保険料収納必要額）に、全市町の審査

支払手数料に要する費用を加算し、県全体で

共同負担していく。

<No.6>

保険税算定方式の統一

※国保税分科会との共通検討テーマ

・標準保険料率の算定方式であること等を踏

まえて、Ｒ10までに３方式への統一を目指す

していく。

１

　

統

一

を

目

指

す

項

目

（１）

財

政

運

営

分

科

会

<No.1>

医療費指数反映係数（α）の扱い

・保険者として重症化予防等の医療費適正化

に取り組みつつ、Ｒ５まではα＝１とし、Ｒ

６からR10にかけて段階的にα＝０に移行し

ていく。

令

和

６

年

度

か

ら

統

一

に

移

行

<No.2>

統一に向けた激変緩和措置（２号繰入

金）の設定

・保険税の増減に対する緩和措置について、

Ｒ６からＲ10にかけて段階的にα＝０に移行

していく期間で、現行措置から「医療費指数

に応じた２号繰入金の活用」に切り変えてい

く。

・「医療費指数に応じた２号繰入金の活用」

は、医療費水準の状況を踏まえて、将来的に

は継続等を含めたあり方を検討していく。

<No.3>

高額医療費・特別高額医療費の共同負担

・α＝０の移行に合わせて、県全体の納付金

総額（保険料収納必要額）から、高額医療

費・特別高額医療費に係る公費総額を減算

し、県全体で共同負担していく。

<No.7>

賦課（課税）限度額の統一

※国保税分科会との共通検討テーマ

・県内の被保険者間の負担の公平に資するた

め、Ｒ10までに、地方税法施行令の賦課（課

税）限度額への統一（以降も統一の状態を維

持）を目指すしていく。

（ただし、政令改正後の速やかな市町条例改

正が困難である場合には政令改正の１年後の

引上げを許容しつつ、速やかな引上げの方法

について、引き続き検討していく）。

R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

別紙

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

α＝１ α＝０に移行α＝0.8 α＝0.6 α＝0.4 α＝0.2

H30年度の制度改革

に伴う

激変緩和措置

「医療費指数に応じた２号繰入金

の活用」への完全移行

市町単位で算定

市町単位で算定

市町単位で算定

α＝０に移行と合わせて

県単位の共同負担に移行

α＝０に移行と合わせて

県単位の共同負担に移行

α＝０に移行と合わせて

県単位の共同負担に移行

市町ごとに算定

地方税法施行令の賦課（課税）限度額へ移行

３方式に移行 ３方式に統一

地方税法施行令の

賦課（課税）限度額に統一される状態を維持

納
付
金
ベ
ー
ス
の
統
一

算
定
方
式
・
賦
課
限
度
額
の
統
一

α＝０に向けた移行に合わせて、「医療費指数に応じ

た２号繰入金の活用」へ財源を徐々に切替え

※現行激変緩和措置の経過措置（頭切り分）の前倒

し投入

完
全
統
一
（
必
須
要
件
）

制度の

あり方検討

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

｢医療費指数に応じた２号繰入金の活用｣

の導入

α＝0.8

に合わせ

た移行

α＝0.6

に合わせ

た移行

α＝0.4

に合わせ

た移行

α＝0.2

に合わせ

た移行

施行令の限度額とかい離する場合には、施行令に近付けるための引上

げを実施

施行令の限度額への速やかな引上げ方法の検討

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

0239593
テキストボックス
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R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

①市町の実状を調査等した上で検討していく項目

②どの状態が平準化されたとみなすか検討していく項目

③３年度間など一定の移行期間を設ける項目

１

　

統

一

を

目

指

す

項

目

（２）

財

政

運

営

分

科

会

<No.8>

特定健診等の共同負担

※保健事業分科会との共通検討テーマ

・各市町の特定健診等に要する１人当たり費

用の「標準的な基準」の設定により算定した

費用総額を県全体の納付金総額（保険料収納

必要額）に加算し、そこから特定健診等に係

る公費総額を減算して、県全体で均すことに

よって、共同負担する方向で検討していく。

・仮に「標準的な基準」の設定が困難な場合

には、当分の間、共同負担しない（例外的に

税率設定を許容）方向で検討していく。

統

一

可

能

な

時

期

を

検

討

<No.9>

保険税で賄う保健事業費の基準額の統

一

※保健事業分科会との共通検討テーマ

・市町ごとに異なる保健事業に係る費用を納

付金算定の対象とすることについて、各市町

が保険税で徴している保健事業の額と内容を

把握・共有した上で、県全体で均すことを検

討していく。

<No.10>

収納率の高低で保険税率が変化しない

よう納付金算定において「標準的な収

納率」による調整を実施

・全市町の収納率を同値にすることは現実的

ではないため、どこまで格差が小さくなれば

平準化されたとみなすかの検討が必要。例え

ば、５ポイント以内になれば平準化されたと

みなし、標準保険料率の算定に加え、納付金

算定において「標準的な収納率」による調整

を行っていく。

・平準化されたとみなせるまでの間は、納付

金算定においては、「標準的な収納率」によ

る調整を行わない。

<No.11>

保険税及び一部負担金の減免基準の統

一

※資格管理・保険給付分科会との共通

検討テーマ

※国保税分科会との共通検討テーマ

・「標準的な基準（共通基準）」を設定し、

その範囲については納付金の対象（＝保険税

を財源）として、県全体で必要な費用を賄う

ことが必要である。

・このため、①各市町の現行基準等を整理の

上、「標準的な基準（共通基準）」の範囲を

設定するとともに、②現在、減免を受けてい

る被保険者への影響を考慮し、例えば、３年

間など一定の移行期間を設けることを前提に

検討していく。

市町単位で算定

市町単位で算定

収納率の差を反映

県単位の共同負担に移行

市町単位で算定 基準の統一又は統一の対象外へ

県単位の共同負担に移行

「標準的な収納率」による調整

完
全
統
一

(

必
須
要
件)

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行の期間

対応の検討と移行の期間

対応の検討と移行の期間

0239593
テキストボックス
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R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

【

追

加

事

項

】

（３）

財

政

運

営

分

科

会

市町保有基金(国保特別会計)の取扱いの

整理

将

来

的

な

検

討

事

項

各市町の応能割合、応益割合の整理

・県全体の納付金総額(保険料収納必要額)か

ら特別交付金(２号評価分)を減算し、県全体

で均すことが必要である。

・国のインセンティブ制度である保険者努力

支援制度（取組評価分）(市町村分)の動向に

合わせていく。

3

　

共

同

負

担

し

な

い

項

目

<No.15>

財政安定化基金償還分の共同負担

・基金償還分は、収納率の悪化等による保険

料収納不足額に対し貸付を行う特殊性から、

共同負担しない（例外的に税率設定を許容又

は一般会計からの繰入れ）。

<No.16>

地方単独事業減額調整分の共同負担

・市町ごとに発生した国庫負担減額調整措置

（ペナルティ）に係る費用と同額を、共同負

担はせずに当該市町の一般会計から繰り入れ

て充当することにより、保険税率に差が生じ

ない対応とする。

<No.17>

直営診療施設運営費の共同負担

・無医地区等の医師不足の地域をなくす目的

で設置されている特殊性から、当分の間は、

共同負担しない（例外的に税率設定を許

容）。

収納対策や医療費適正化取組の維持

（医療費指数に応じた２号繰入金の活用

の在り方・モラル・ハザード防止策の検

討）

その他検討が必要な事項（随時、課題を

精査）

２

　

国

の

動

向

に

合

わ

せ

た

検

討

項

目

（４）
<No.12>

保険者努力支援制度（取組評価分）

（市町村分）の扱い

・市町の医療費適正化等に関する取組の評価

に応じて市町ごとに異なる額が交付される国

のインセンティブ制度であるため、国の動向

に合わせて検討していく。

当

分

の

間

共

同

負

担

し

な

い

<No.13>

保険者努力支援制度（取組評価分）

（都道府県分）の扱い

・国のインセンティブ制度と同様、市町ごと

の取組の評価に応じて交付するものであるた

め、保険者努力支援制度（取組評価分）（市

町村分）の動向に合わせていく。

<No.14>

特別交付金（２号評価分）の扱い

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担の対象外

県単位の共同負担に移行

県単位の共同負担に移行

県単位の共同負担に移行

各市町の裁量による活用

又は

又は

又は

収納対策・医療費適正化の取組を推進

納付金ベースの統一の達成、

収納率や医療費水準などの

進捗を確認しながら、完全

統一への移行を具体化する

段階で検討が必要

市町ごとの獲得額

に応じた納付金を算定

県版保険者努力支援制度

による市町ごとの獲得額

を標準保険料率において算定

県版保険者努力支援制度

による市町ごとの獲得額

を標準保険料率において算定

当面は、引き続き市町の
取組の評価に応じて市町
ごとに交付を行う

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

市町ごとに設定

進捗状況に合わせて

課題を検討

完
全
統
一

(

必
須
要
件
と
す
る
可
能
性
あ
り)

0239593
テキストボックス
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R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

①資格管理に係る事務を標準化・広域化していくもの

②保険給付に係る事務を標準化・広域化していくもの

＜No.5＞

保険税及び一部負担金の減免基準の統

一

※財政運営分科会、国保税分科会との

共通検討テーマ

・「標準的な基準（共通基準）」を設定し、

その範囲については納付金の対象（＝保険税

を財源）として、県全体で必要な費用を賄う

ことが必要である。

・このため、①各市町の現行基準等を整理の

上、「標準的な基準（共通基準）」の範囲を

設定するとともに、②現在、減免を受けてい

る被保険者への影響を考慮し、例えば、３年

間など一定の移行期間を設けることを前提に

検討していく。

4

　

事

務

の

標

準

化

・

広

域

化

を

進

め

る

項

目

資

格

管

理

・

保

険

給

付

分

科

会

<No.1＞

マイナンバーカードと健康保険証の一

体化伴う「資格確認書」の交付基準の

統一

・令和６(2024)年秋以降のマイナンバーカー

ドと健康保険証の一体化により、マイナン

バーカードでのオンライン資格確認を受ける

ことができない被保険者に対して導入される

「資格確認書」について、国が示す具体的な

取扱い等を踏まえて、有効期間等の基準（共

通基準）を検討していく。

＜No.2＞

児童福祉法第27条第１項第３号の措置

を受けた児童の被保険者資格の適用

・条例による被保険者の適用除外について、

児童福祉法に基づく公費負担との関連を整理

しながら、県内で「共通の取扱い」を検討し

ていく。

＜No.3>

高額療養費の支給申請手続の簡素化

・各市町の取扱い状況や課題等を整理しなが

ら、支給申請手続の簡素化について、県内で

「共通の取扱い」を検討していく。

＜No.4＞>

出産育児一時金・葬祭諸費の共同負担

※財政運営分科会との共通検討テーマ

・全市町同一単価を維持した上で、α＝０の

達成に合わせて、県全体の納付金総額（保険

料収納必要額）に全市町の出産育児一時金・

葬祭諸費に要する費用を加算し、県全体で共

同負担していく。

共通の取扱いに移行

全市町が同一の給付単価を維持

共通基準の

検討・決定
共通の取扱いに移行

共通基準(一部負担金)

の検討・決定
共通の取扱いに移行

完
全
統
一

(

必
須
要
件)

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

紙の被保険者の交付 共通の取扱いに移行

対応の検討と移行期間

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

対応の検討と移行期間

共通基準の

検討・決定

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

0239593
テキストボックス
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R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

③国保税に係る算定条件を標準化・広域化していくもの

④国保税に係る事務を標準化・広域化していくもの

④国保税に係る事務を標準化・広域化していくもの

・国保税納付方法の被保険者への公平性確保

の観点を踏まえつつ、各市町の効果的な取組

を把握しながら、県内で「標準的な基準（複

数の納付方法）」を設定していく。

4

　

事

務

の

標

準

化

・

広

域

化

を

進

め

る

項

目

国

保

税

分

科

会

＜No.1>

保険税算定方式の統一

※財政運営分科会との共通検討テーマ
（財政運営分科会を検討の中心の場とし、国

保税分科会では、財政運営分会での検討状況

を共有）
＜No.2>

賦課（課税）限度額の統一

※財政運営分科会との共通検討テーマ

＜No.3＞

保険税及び一部負担金の減免基準の統

一

※財政運営分科会、資格管理・保険給

付分科会との共通検討テーマ

・「標準的な基準（共通基準）」を設定し、

その範囲については納付金の対象（＝保険税

を財源）として、県全体で必要な費用を賄う

ことが必要である。

・このため、①各市町の現行基準等を整理の

上、「標準的な基準（共通基準）」の範囲を

設定するとともに、②現在、減免を受けてい

る被保険者への影響を考慮し、例えば３年間

など、一定の移行期間を設けることを前提に

検討していく。

＜No.4＞

本算定・保険税納付期限の統一

・被保険者への分かりやすさや公平性の観点

を踏まえて、被保険者に対する影響（１回当

たりに納める保険税額）、各市町の収納対策

やシステム改修への影響、納付金の納付回

数・時期等を勘案しながら統一する方向で検

討していく。

＜No.５>

滞納処分・収納対策の統一

・県平均収納率（全国下位）の大幅向上並び

に、滞納処分・収納対策の被保険者への公平

性確保の観点を踏まえ、各市町の取扱いや対

応の標準化・均一化・均質化が図られるよ

う、県内で「標準的な基準（共通基準）」を

設定して取り組んでいく。

＜No.６>

国保税納付方法の統一

共通基準(保険税)の

検討・決定
共通の取扱いに移行

市町ごとに算定

地方税法施行令の賦課（課税）限度額へ移行

３方式に移行 ３方式に統一

地方税法施行令の

賦課（課税）限度額に統一される状態を維持

財政運営分科会における検討状況の共有

共通基準の検討・決定 共通の取扱いに移行

完
全
統
一

(

必
須
要
件)

共通基準(保険税)

の検討・決定
共通の取扱いに移行

完
全
統
一

（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

0239593
テキストボックス
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R○○

運営方針（第２期）

運営方針（第３期）～ 運営方針（第４期）～

納付金ベースの統一への移行期間
完全統一への移行期間

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

検討テーマ 取組又は検討の方向性

Ｒ３ Ｒ４ R11 R12 Ｒ・・・・・・

※納付金ベース統一を維持しつつ取組を実施
完全統一

※取組や検討の進捗に応じた工程表の見直し（随時）

⑤保健事業に係る事務を標準化・広域化していくもの

4

　

事

務

の

標

準

化

・

広

域

化

を

進

め

る

項

目

保

健

事

業

分

科

会

＜No.1>特定健診等の共同負担

※財政運営分科会との共通検討テーマ

・特定健診の基本項目における一人当たりの

契約単価には隔たりがあるため、契約単価の

「標準的な基準」の設定は難しい状況。

・当面は、契約単価以外で統一が可能である

項目について、国の動向や他都道府県の取組

状況等を見極めながら検討していく。

＜No.2＞保険税で賄う保健事業費の

基準額の統一

※財政運営分科会との共通検討テーマ

＜No.6＞後発医薬品の使用状況につ

いて

・各市町の後発医薬品の使用状況等を共有

し、更に市町が取り組み可能な内容又は支援

等を検討していく。

＜No.7＞適切な受療行動の促進（重

複・頻回受診、重複・多剤服薬者の是

正）

・各市町の重複・頻回受診、重複・多剤服薬

者への取組状況や課題等の共有や県による実

施が効果的である内容等を検討していく。

＜No.8＞保健事業と介護予防に係る

取組との一体的実施について

・全市町がＲ６年度までに実施していくため

に、各市町の取組状況や課題等を共有してい

く。

・保険税を保健事業の財源の一部としていな

い市町があるなど、現状では基準額の統一は

困難な状況。

・当面は、全市町が取り組む「糖尿病重症化

予防事業」で統一が可能な内容を検討してい

く。

・また、市町共通の保健事業に保険税を充て

る整理が可能であるか、国の動向や他都道府

県の取組状況を把握しながら検討していく。

＜No.3＞特定健康診査の受診率及び

特定保健指導実施率の向上について

・特定健診、特定保健指導の受診率向上のた

めに各市町が実施している取組を共有し、各

市町が取り入れることができる取組を検討し

ていく。

＜No.4＞データヘルス計画に基づく

効率的・効果的な保健指導の実施

・第３期データヘルス計画の策定段階から、

計画開始後に各市町が統一して取り組むこと

ができる基準を整理し、Ｒ６年度以降の取組

を検討していく。

・各市町における専門職の参画状況の共有及

び好事例の平準化について検討していく。

＜No.5＞栃木県糖尿病重症化予防プ

ログラムについて

・Ｒ２年度国保ヘルスアップ支援事業の「糖

尿病重症化予防プログラム実施のための対象

者抽出ツール」の実施後、各市町が統一して

取り組むことができる台帳の整備等を検討し

ていく。

共通基準の検討・決定 共通の取扱いに移行

共通の取扱いに移行

第３期データヘルス計画に基づく保健指導の実施

情報整理・共通基準の

検討・決定

完
全
統
一
（
必
須
要
件
と
は
し
な
い
）

共通基準の

検討・決定

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間

対応の検討と移行期間
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